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午前１０時開議 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） おはようございます。ただいまから本日の予算特別

委員会を開会いたします。 

 中堀委員。 

○中堀りゅういち委員 昨日の件で、私が農水のときに、予算の説明会のときに不適切な

発言、そして感情的になり、この場にいる皆様に対して非常に不快な思いをさせてしまい

ました。大変申し訳ございませんでした。以降、このようなことなきよう、しっかりとこ

ういった場でも議論を進めてまいり、円滑にこの豊明市のために開かれた議論ができるよ

うに努めてまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 本日の傍聴につきましては、申合せに従い15名以内

とし、委員長において一般傍聴の入室を許可いたします。 

 それでは、会議に入ります。 

 議案第４号から議案第11号までを一括議題といたします。 

 ９款 消防費について説明を願います。 

 堅田防災防犯対策課長。 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） それでは、９款 消防費について、主なものについ

て御説明させていただきます。 

 予算書の218、219ページをお願いします。 

 ９款１項１目 常備消防費ですが、対前年度比で6,390万9,000円の増となっております。

主な増額要因ですけれども、右側説明欄の中段にあります尾三消防組合への負担金が増加

したことによるものでございます。 

 その下の非常備消防費ですが、対前年度比で59万1,000円の減となっております。主な事

業ですが、説明欄の一番上、消防団長等報酬ですけれども、火事や災害時に出動し、地域

防災の要である消防団員への報酬となっております。 

 続きまして、220、221ページをお願いします。 

 一番下の消防施設費ですけれども、対前年度比で404万7,000円の増となっております。

主な増額要因ですけれども、右側説明欄の一番下から２つ目、防火水槽撤去工事費517万円

で、こちらは民地にある公設の防火水槽を撤去するものでございます。 

 続きまして、222、223ページをお願いします。 

 災害対策費ですけれども、対前年度比で566万8,000円の増となっております。主な増額

要因を御説明させていただきますので、次の224、225ページをお願いします。 

 右側説明欄の下から４行目、災害時用資機材購入費847万円ですけれども、ＬＥＤバルー
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ン投光器10基を購入し、指定避難所10か所に配備するものです。 

 続きまして、歳入の主なものについて御説明いたしますので、70、71をお願いします。 

 中段の南海トラフ地震等対策事業費補助金282万3,000円は、先ほど歳出で御説明させて

いただきましたＬＥＤバルーン投光器10基分の県費補助となっております。 

 以上で説明を終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 説明は終わりました。 

 ９款 消防費について質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手願います。 

 近藤ひろひで委員。 

○近藤ひろひで委員 すみません、ちょっと教えてください。225ページの今のＬＥＤバル

ーン10基、これ、１基84万円で割り切れるんですかね。84万700円。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 堅田課長。 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） こちらにつきましては、割り切れるというか、1,000

円単位で当然繰り上がっていますので、基本的にはそのままの金額を上げさせていただい

ております。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 近藤ひろひで委員。 

○近藤ひろひで委員 単純に、これ割る10が単価という解釈でいいですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 堅田課長。 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） こちら、これから入札の、予算になりますので、現

状での参考見積りの定価の額になります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 服部委員。 

○服部龍一委員 ただいまのバルーン投光器ですけれども、これ、燃料はガソリンですか、

何でしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 堅田課長。 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） こちらは当然電気になりますので、先日の一般質問

等でも一部御説明させていただいたんですけれども、例えば停電時とかになったときに、

カセット発電機とかそういったのを使って使用するという形になりますので、電気でつく

というような形になります。 

 以上です。 
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○予算特別委員長（毛受明宏議員） 三浦委員。 

○三浦桂司委員 予算書221ページの消防施設設置の防火水槽撤去、民地の撤去というこ

とで、何件というか、何台分で517万か、ある程度の場所が分かれば教えてください。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 堅田課長。 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） こちらの場所につきましては、阿野町の上納にあり

ます。基数につきましては１基分です。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 清水委員。 

○清水義昭委員 同じところなんですけれども、これ、防火水槽を撤去して、そこには消

防水利はきっちり来ているということでよろしいでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 堅田課長。 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） こちらの周りにも地下式消火栓とか防火水槽がござ

いますので、ここを撤去したとしても十分水利は大丈夫です。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 この防火水槽の撤去なんですけれども、この撤去することになった

理由、背景は何ですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 堅田課長。 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） 先ほど御説明させていただきましたとおり、こちら

の防火水槽は民地にございます。民地の所有者の方から、諸事情により撤去をお願いした

いということがございまして、来年度撤去させていただければと思っております。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 219ページ、愛知県防災ヘリコプター運営協議会ということで、こ

れはどこに常駐しているんでしょうか、ヘリコプター。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 堅田課長。 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） こちらにつきましては、令和４年から名古屋市さん

に業務委託をしておりますので、そちらのほうでやっております。 

 こちらにつきましては、愛知県と県内54市町全てが加盟しておりまして、共同所有のヘ
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リコプターという形になっております。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 これ、豊明市の使用はあるんでしょうか。あったんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 堅田課長。 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） 現状では近年ではございません。 

 ただ、イベント等があったときは飛ばしていただけるとは聞いておりますけど、基本的

には、幸運なことに、そのような、使用するような災害はないということになります。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 浅井委員。 

○浅井たかお委員 予算書の219ページの下のほうの消防団長等報酬とありますけど、こ

れ、消防団長以下何名分の報酬でしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 堅田課長。 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） 退団者と入団者もございますので、４月時点の段階

では165名となっております。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 その上のところの女性防火クラブ、大分最近減ったようですけど、

今、何団体あるんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 堅田課長。 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） 女性防火クラブ交付金のことでよろしいですか。 

○こんどうのぶお委員 交付金。 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） 承知しました。 

 現状では17支部で514名になっております。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 その下の尾三の負担金ですけれども、これの増加理由と負担率は幾

つでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 堅田課長。 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） まず、負担率のほうから申し上げさせていただきま
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すと、令和６年が21.0895％になります。増加理由につきましては、まず大きなものとして、

人件費の上昇がございます。それ以外に、令和５年度と比較しまして、工事費、こちらの

ほうが５億円ほど上がっておるというのが主な理由となっております。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 土屋副市長。 

○副市長（土屋正典君） 今後のこともございますので、負担金の増減、それから、あり

ようについて補足説明をさせていただきます。 

 消防経費はですね、ただいまの説明のように、高額な投資的経費、今の工事費というの

は通信のほうの工事になりますけれども、そういった投資的経費の有無で大きく変動する

ものであること、それから、人件費割合が大きいことからその影響が出やすいといったこ

とがございます。 

 さきの本会議の議案討論の中に、広域化によって経費は増したかのような論評がありま

した。確かに広域化直前の29年度と比較して、表面数値だけ見れば上がっていますけれど

も、単独消防時代を遡れば、決算額で見ても負担金に対象する額でざっと８億7,000万、予

算で見れば当然９億前後というふうな数字になろうかと思いますが、そういった年度もご

ざいました。29年度はたまたま投資的経費がほぼない年度でございました。 

 単独消防でも当然発生する投資的経費や定期昇給、給与改定による人件費増、加えて、

単独にはなかった基金積立金といったようなことを考慮すれば、実質的な負担はむしろ低

くなっているので、広域化したから負担が増えたとの御指摘であれば、これは当たりませ

ん。このことは６年度予算においても同様に説明することができます。 

 さらに、広域化スタート時、豊明消防署の現場職員数は58名でしたけれども、現在は63

名であり、実質負担が増すことなく５名増となっておりまして、人件費だけ見ても結果と

して財政上の効果は十分に発揮されております。 

 といった説明を、令和２年９月の決算特別委員会をはじめ、折に触れ何度か説明させて

いただき、説明責任は十分に果たしてきたつもりであり、また十分に御理解いただけてい

るものと思っております。 

 ですが、そういうふうに思っておりますけれども、なぜかくだんの討論では、再び広域

化後経費増、それもなぜか一生懸命説明をさせていただいた委員会の前に遡って、４年前

の議事録をなぞって論評されてみえました。議事録を言うだけだったら、これは間違いで

はない、ただ読み上げただけということになりますけれども、その後にしっかりと説明を

させていただいておりますので、仮に４年前の議事録の部分だけ切り取って市民にお知ら

せするのであれば、それは市民にきちんとした情報を伝えているとは言えなくなり、ミス
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リードにつながりかねず、結局市民の皆さんにとってはよいことではないはずですので、

今回少しお時間をいただいて、改めて議員の皆様にこのことを説明させていただきますの

で、よろしく御理解願います。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 もうちょっと詳しくお聞かせいただきたいんですけれども、工事費

で５億ほど、通信関係のということだったんですけれども、どういった通信関係の工事に

なるのかということと、先ほど、あと、副市長の説明で、人員が58名から63名と５名増と

いうふうな話もありましたけれども、その人員増の理由をお願いします。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 堅田課長。 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） まず、今回の工事の主なものとしましては、尾三消

防本部の指令システムの更新業務になります。指令システムは、通常、尾三消防というの

は、その職業というか、その仕事柄、24時間365日、常に指令システムは稼働しております。

一般的に10年で全更新というのを推奨されているんですけれども、前回が平成25年に更新

しておりまして、本来でいくと、今年度ぐらいに全更新の予定なんですが、まだ今回につ

きましては、今後、尾三消防の本庁舎のところの建て替え等も検討されておりますので、

部分更新で取りあえず延命という形で対応させていただくという形になっております。 

 人員につきましては、これはもう当然、尾三消防本部の管轄になりますので、救急等も

含めて豊明のほうに配備が必要だということで配備していただいておると思いますので、

こちらの配置については尾三のほうで適切にやっていただいてという形になります。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 一番下の消防団員退職報償金なんですけど、これ、何名ってなる

のか、あと、規定ですか、どんな年数で支払いができるとか、そういうのを教えてくださ

い。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 堅田課長。 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） 今の219ページの一番下ということでよろしいですか

ね。 

○こんどうのぶお委員 すみません、219。 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） まず、予算上では８人分で計算しております。退職
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の報償金が出るのは、５年以上勤務といいますか、消防団員に加盟していた方が最低限の

対象になります。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 予算書219の先ほどの尾三消防組合負担金のところで、負担率が、令

和６年度、先ほどの数字を言われました。これ、令和５年度とどういうふうに変わったん

ですかね。救急車の出動が特に多かったとか、その比率が変わっていればその理由をお願

いします。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 堅田課長。 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） もう一度申し上げます。 

 令和６年度につきましては21.0895％、今、御質問ありましたとおり、令和５年度につき

ましては21.0081％で、昨年度と比較して0.0814％の増となっております。 

 ふじえ委員からの御指摘といいますか、ありましたけれども、救急割が増えております。

件数としましては、これ、例えば令和５年と比較しても、件数が年数としては令和５年し

か実績はまだ出ていませんけれども、3,784件で、令和４年が3,571というふうで件数は伸

びておりまして、もっと申し上げますと、令和元年は3,059件ということで、５年間で700

件以上増えております。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 土屋副市長。 

○副市長（土屋正典君） あと補足させていただきますと、組合の負担金の割合というの

は、令和２年12月議会において割合の見直しをさせていただいております。それ以前は、

すなわち広域化前の決算割合にのっとって負担割合を決めていたときは21.5553、21.5553

ですので、今のところまだそれよりも低いという形になります。 

 ただ、これは救急のほうが豊明のほうは多いものですから、今後増えてくる可能性があ

りまして、いつか決算時の割合の21.5553を超えることがあるかもしれませんが、それで

も、繰り返しになりますけれども、財政上の効果は十分出ておりますし、豊明市の救急状

況からいくと、本来ならば単独消防であったならば、救急隊１隊の増強が必要でした。救

急車１台、それから隊員３名掛ける３班で９名、つまり、それだけの経費は単独消防であ

れば必ず、今の段階であれば、もし単独消防でなければ、もう今持っています。それだけ

の費用がかかっています。 

 さらに、数年前から始まったコロナ禍、この状態において単独消防であればとても無理
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な状況であったので、広域化消防の効果は十分出ておるというふうに改めて御説明させて

いただきます。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 郷右近委員。 

○郷右近 修委員 予算書223ページ、９款１項３目 飲料水兼用貯水槽維持管理負担金

は同じ額なので、中央公園の地下の点検分ということでよろしいでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 堅田課長。 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） 今、委員がおっしゃっていただいたとおりです。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 郷右近委員。 

○郷右近 修委員 新たに埋める１個は、初年度だからこの予算には関係ないと、そうい

うことですよね。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 堅田課長。 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） ごめんなさい、初年度と申しますのは。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 郷右近委員。 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） 勘違いしていたかな。舘小学校のところのって、あ

れ、飲料水兼用じゃなくてただの水槽でしたっけ。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 堅田課長。 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） ごめんなさい。こちらのほうについては飲料水兼用

ということで、今、中央公園のほうにありますけど、舘のほうについては消火の形の耐震

性の貯水槽になります。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 221ページの一番下なんですけど、立上り消火栓設置等補助金な

んですけど、うちの社では立ち上がり消火栓、なくすほうなんですけど、まだこうやって

設置する予定があるんですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 堅田課長。 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） 立ち上がり消火栓の趣旨としましては、住民の方の

初期消火に使っていただくという形になります。豊明の場合、かなり昔から防火意識の強

さということで、近隣市町に比べてもかなり数は多くなっております。なかなか新規でと
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いうことはなかなか少ないかもしれませんけれども、維持管理のほうで引き続き住民の方

に御協力いただいているような次第でございます。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 補助はどのぐらいの割合で出すんですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 堅田課長。 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） 補助は、いろんな種類によりますけれども、新設の

場合ですと工事費の70％という形になりますし、移設等につきましては90％という形にな

ります。それぞれ上限がありまして、新設の場合ですと１基につき最大が25万、移設につ

きましては最大50万という形になっております。それ以外にも器具箱とかホースとかの修

繕についても補助はございます。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 林委員。 

（関連での声あり） 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 関連。 

 三浦委員。 

○三浦桂司委員 今、撤去のパーセントを教えていただいたんですけれども……。 

（撤去といいましたの声あり） 

○三浦桂司委員 撤去して場所を移動する場合は、うちの場合、結構あるんですけれども、

その比率をちょっと教えてください。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 堅田課長。 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） 今の三浦委員のお話ですと、撤去というような言い

方はしませんで、その場所から違うところに移設するという形になりますので、そのまま90

％という形になります。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 予算書223ページの真ん中辺りのブロック塀の撤去事業費の補助金

ですけれども、過去、これ、市内299か所か、危険箇所があるというようなのを聞いたんで

すけど、今どれぐらいあって、これはどれぐらい進んでいるのか。今回、この予算は何か

所分が対象として上がっているんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 堅田課長。 
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○防災防犯対策課長（堅田直寛君） 危険箇所につきまして、毎年、都市計画課と合同で

調査をしておりまして、最新の数字ですと、危険箇所といいますか、4,154か所、積み上げ

の数字なんですけれども、調査させていただきまして、316か所という形になっておりま

す。そちらについての、それが何件あったかというような数は昨年度もたしか御説明させ

ていただきまして、そういった統計の仕方はしておりません。 

 あと、今回の予算の積み上げの形なんですけれども、当初予算としましては、撤去費用

として20万円掛ける13件と、新設で16万円掛ける６件という形で356万円という形になっ

ております。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 近藤ひろひで委員。 

○近藤ひろひで委員 223ページ、説明欄のちょうどど真ん中、災害時協力井戸水質等分析

調査費、いわゆる民間の井戸水を災害時に協力してくださいねというのは理解しておりま

すけれど、これはその代わりに水質検査しますよということで、これ、一般質問じゃない

と思うのでお聞きしますけど、この契約を何か覚書とかを対象の民家の方と交わしている

んでしょうか。なぜかというと、代替わりをして、その代替わりした人が、俺、親父がや

ったことだから知らんよということ、例えば何年単位とか、そういった何かあるのか、差

し支えなければ教えてください。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 堅田課長。 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） 今おっしゃっていただいたとおり、代替わりであっ

たりとか、あるいは敷地の利用の方法によって使えなくなったりとかする場合がございま

して、当初に当然ながらそういった形で覚書というか契約をさせていただいていますけれ

ども、そういった使えなくなった場合は廃止の届けとか出していただければ、そのまま受

けさせていただいておるような形になっております。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 近藤ひろひで委員。 

○近藤ひろひで委員 そうすると、毎年とか隔年で確認をさせてもらっているわけじゃな

くて、当事者からの申出があったときに対応していくというスタンスですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 堅田課長。 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） こちらのほうから毎年というわけではないんですけ

ど、今、委員からお話がありましたとおり、こちらが代わりに水質の検査をさせていただ

いております。現状、大体年間20件ずつという形になりまして、４年から５年で順繰りに
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なりますが、そのときに確認と一緒に通知をさせていただいていますので、そのときに撤

去の話であったりとかそういった話をいただいて、外すとかそういう形になっております。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 今の井戸なんですけど、今幾つあるんですかね。20ですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 堅田課長。 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） 現状の登録件数は73件になります。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） いとう委員。 

○いとうひろし委員 今のところ、予算書223ページの中段辺りの消耗品費、これは何を示

すんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 堅田課長。 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） 毎年必ずやっているのが、非常食をこちらのほうで

購入しております。あと、来年度の予定としましては、ＬＥＤ投光器、小さいやつなんで

すけど、そちらのほうを48台ほど購入したいと考えております。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 浅井委員。 

○浅井たかお委員 同じく223ページの中段のところ、訓練会場の整備委託料ってあるん

ですけど、これはどこの会場なんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 堅田課長。 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） こちらにつきましては、毎年秋に実施しております

避難所の開設運営訓練、こちらのほうの会場の設営の委託費というふうになっております。

来年度につきましては栄小学校を予定しております。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 223ページ、先ほどのブロック塀の下のところなんですけど、防災

専門員ってあるんですけど、これは何人で、どういった方がなっているんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 堅田課長。 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） 防災専門員は、今、私どもの防災防犯対策課に勤務

していただいています自衛隊ＯＢの方１名になります。 
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 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 清水委員。 

○清水義昭委員 概要の47ページの下から３行目、市の防災行政無線保守委託料ですけれ

ども、これ、若干増しているんですけれども、なぜ増でしょうか。 

 ごめんなさい、概要の47ページの。違うかな。下から３行目。合っているよね。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 堅田課長。 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） ごめんなさい。市防災行政無線保守委託料というこ

とでしょうかね。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） すぐ出ますか。 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） すみません、ちょっとこちらのページのほうで開い

ておりまして、防災無線は……。 

（225の声あり） 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） ごめんなさいね、すみませんです。 

（225の声あり） 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） 225ですか。大変失礼しました。ごめんなさい。申し

訳ございませんでした。ありがとうございます。 

 こちらにつきましては、令和６年度に臨時としまして、同報無線の無停電電源装置の蓄

電池の交換を予定させていただいております。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 今の下の気象情報委託料というのはどういったものになるんでし

ょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 堅田課長。 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） こちらにつきましては、日本気象協会様と専属で契

約させていただいておりまして、特に豪雨の出水期とか台風とかそういったときに気象情

報をリアルタイムで確認することと、気象予報士様のほうにこちらのほうから直接豊明の

状況とかを確認できるような形になっております。そういった形の委託費になっておりま

す。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 浅井委員。 
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○浅井たかお委員 225ページの電波利用料、電波利用料の300万8,000円、これはどの電波

でしょうか。消防団に、各分団にあるＭＣＡ無線の電波料もあるんですけど、それとこれ

は違いますか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 堅田課長。 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） こちらにつきましては移動系の、私どもが使ってい

る移動系の無線と同報系無線の電波利用となっております。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

（進行の声あり） 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） これにて９款 消防費の質疑を終わります。 

 ここで、理事者側の説明者の入替えのため、暫時休憩といたします。 

午前１０時２７分休憩 

 

午前１０時３０分再開 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 休憩を解き、休憩前に引き続き会議を進めます。 

 続いて、10款 教育費について、順次説明を願います。 

 秋永学校教育課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） それでは、10款 教育費のうち、学校教育課所管分につ

いて、大きく増減額した事業を中心に説明をします。 

 歳出から説明しますので、予算書の230ページ……。よろしいですか。予算書の230ペー

ジ、231ページを御覧ください。 

 １項３目下段、教育振興事務事業は、前年度に比較し7,425万7,000円の増で、これは学

校になじめない低学年児童の増加に伴い配置する教員補助員の増員のほか、特別支援教育

支援員の増員及び報酬単価の上昇、会計年度任用職員の期末手当、勤勉手当の増額による

ものです。 

 234ページ、235ページを御覧ください。 

 下段、２項１目 小学校費、学校管理費、小学校管理事務事業は、前年度に比較し1,635

万7,000円の減額で、主な理由は、教育費で負担していた小学校の樹木の剪定や、機械器具

保守委託に関する費用が、公共施設包括管理制度の導入に伴い、当該事業に含まれること

により、教育費からは削減されるためです。 

 238ページ、239ページを御覧ください。 

 下段、３項１目 中学校費、学校管理費、中学校管理事務事業は、前年度に比較し4,026



- 16 -

万2,000円の増額で、主な理由は、電子黒板設置工事等の営繕工事費の増額によるもので

す。 

 258ページ、259ページを御覧ください。 

 下段、５項３目 学校給食費、給食センター活動事業は、前年度に比較し6,119万9,000

円の増額で、主な理由は、物価高騰対策による賄材料費の増額と、学校給食調理業務委託

の委託料の上昇によるものです。 

 次に、歳入について御説明しますので、54ページ、55ページを御覧ください。 

 14款２項７目 義務教育費補助金、右側説明欄、公立学校施設整備費351万3,000円は、

小中学校の正門のオートロックの設置に係る補助金です。 

 70ページ、71ページを御覧ください。 

 下段、15款２項９目 教育費県補助金、教育振興費補助金の中ほど、外国人児童生徒日

本語教育支援事業費補助金の291万1,000円の増額は、主に外国人日本語教育プレクラス・

プレスクール事業の委託料が増加することによるものです。 

 86ページ、87ページを御覧ください。 

 20款５項 雑入、学校給食費徴収金、学校給食費実費徴収金は853万4,000円の増額です。

これは、学校給食費を小学校310円、中学校350円に改定したことによる教員負担分の増加

によるものです。 

 以上で学校教育所管分の説明を終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 矢野新給食センター準備室長。 

○新給食センター準備室長（矢野 優君） それでは、10款 教育費のうち、新給食セン

ター準備室所管分の主な事業について説明いたします。 

 歳出から説明いたしますので、予算書の260ページ、261ページを御覧ください。 

 261ページの中段、給食センター整備事業の右側、事業欄、アドバイザリー支援業務は、

新給食センター整備運営事業者を募集するに当たり、必要となる公募仕様の検討や事業者

の募集、選定等に係る支援業務委託となります。こちらは、既に今年度の債務負担行為に

よりお認めいただいている予算となります。 

 以上で説明を終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 相羽生涯学習課長。 

○生涯学習課長（相羽敏明君） それでは、生涯学習課所管分の令和６年度当初予算につ

いて、増減額が大きなものを説明をいたします。 

 まず、歳出より説明をいたします。 

 予算書の242、243ページを御覧ください。 
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 10款４項１目 社会教育総務費は約130万円の増額でございます。これは、生涯学習係の

職員の育休取得による会計年度任用職員の報酬によるものでございます。 

 １枚はねていただき、244、245ページを御覧ください。 

 ２目 公民館費は約180万円の減でございます。これは、南部公民館リニューアルによる

備品購入費用が完了したためでございます。 

 次に、250、251ページを御覧ください。 

 下段の６目 文化広場費でございます。こちらは530万円の増額でございます。これは、

文化広場の指定管理料におきまして、指定管理者の人件費を従来は体育館のほうで計上し

ていたものを、６年度は、ここ文化広場費で計上することとしたため、増額となっており

ます。 

 １枚はねていただき、252、253ページを御覧ください。 

 ７目 文化会館費でございます。約160万円の増額でございます。これは、文化会館の急

を要する工事に備え、営繕工事費を増額したためでございます。なお、工事費に教育施設

建設基金を200万円充当いたします。 

 次に、254、255ページを御覧ください。 

 ５項１目 保健体育総務費は約3,430万円の増額でございます。これは、職員の増員によ

る体育人件費の増によるものと、部活動の地域移行に係る指導員への謝礼、さらに市制50

周年マラソン開催に係る委託料の増額のためでございます。 

 続きまして、256、257ページを御覧ください。 

 ２目 体育施設費は約500万円の増額でございます。これは、体育館の指定管理料が光熱

水費の高騰により増加したことが主な要因でございます。なお、営繕工事費に教育施設建

設基金を200万円充当しております。 

 続きまして、歳入の主なものについて説明をさせていただきます。 

 94、95ページを御覧ください。 

 20款５項３目 雑入のうち、生涯学習課分は95ページの下から５行目にあります、生涯

学習課雑入からでございますが、最下段、マラソン大会参加費として640万円を計上いたし

ております。 

 以上で生涯学習課所管分の説明を終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 水野図書館長。 

○図書館長（水野美樹君） それでは、図書館所管分の歳出の主なものについて御説明い

たします。 

 予算書246、247ページをお開きください。 
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 247ページ、説明の下から３行目、図書館資料購入費につきましては、南部公民館図書室

リニューアルに合わせ、図書資料の充実のため、令和５年度に引き続き増額となっており

ます。 

 １ページめくっていただきまして、249ページを御覧ください。 

 真ん中辺り、説明欄中央、高圧機器更新工事費及び変圧器絶縁油交換工事費、こちらが

高圧機器更新工事費108万3,000円、変圧器絶縁油交換工事費58万3,000円、こちらは経年劣

化による機器の更新及び交換工事となっております。 

 以上で図書館所管の説明を終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 説明は終わりました。 

 10款 教育費について質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手願います。 

 武谷副委員長。 

○武谷としお委員 予算書229ページの真ん中ぐらい、いじめ・不登校対策推進事業委託

料、これ、詳しく内容のほうを教えてください。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

（もう一度お願いしますの声あり） 

○武谷としお委員 ごめんなさい。229ページの下から７つ目くらいですかね、いじめ・不

登校対策推進事業委託料、概要のほうでいうと48ページにもあるんですけど、これ、令和

５年に比べて増加率92.7％増えております。内容について詳しくお願いいたします。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） このいじめ・不登校対策推進事業というのは、スクール

カウンセラーによる対応及び学校生活満足度調査などのＱ－Ｕアンケートなどの様々な事

業を行っております。その中で、このたび、スクールカウンセラーの対応日数を約２倍に

させていただいたことにより、金額のほうが大きく増加したものというふうなことになり

ます。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 関連。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 今のスクールカウンセラーですけど、人数は同じで、日数を増やす

ということでいいのかということと、今までどれぐらいの日数で入っていたのが、どうい

うふうに変わるんでしょうか。 
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○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） 人数については、いろんな対応の先生がおられますので、

その都度その都度変わってきますけれども、対応日数、今まで68日だったものに84日分を

増加しまして、150日程度というふうにすることによって増加するものでございます。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 その下のキャリアスクールプロジェクト事業委託料って、これは

どういったものになるんですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） これは、中学２年生の職場体験の事業費でございます。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 郷右近委員。 

○郷右近 修委員 予算書229ページ、一番下のほうの学校水泳運動指導の委託は、費用が

同額なのは、複数年契約だから同じ金額、要は、ほかにいろいろ人件費の高騰とかで金額

が上がっているのの最たるもののように思っていましたけど、これ、複数年契約だからで

したっけ。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） 複数年契約ではありませんけれども、事業費のほうは据

置きでお願いをできるということでございます。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 同じページで真ん中辺のもので、特色ある学校づくり事業委託料、

これ、どういった事業なんでしょう。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） 各学校で独自の取組に対する委託料で、例えば小学校に10

万円、中学校に69万円を配分をしております。その配分の中で、例えば、その学校は植物

を育てる取組であるとか、講演会をするとか、そういった各学校ごとに特色のある取組を

していただくものの委託費でございます。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 
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 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 そのページの上から２つ目、委員等報酬、これはコミュニティ・ス

クールの委員の報酬かなと思うんですけれども、前年度と比べて減っているんですけれど

も、今まで４校やっていたというふうに記憶していますが、コミュニティ・スクールは、

これ、減っていくのかどうか、増やしていく方向だと思うんですけれども、減っている理

由と今後増えないのかどうか、お願いします。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） 私どもとしては増やしていきたいというふうに考えてお

ります。ただ、予算上では実績を勘案して減額しているものというものでございます。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 関連。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 確認ですけど、学校数、開催する学校数は４校で変わらない予算で

しょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） １つ、１校増やしたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 関連。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 １校プラスの学校を教えていただきたい。三崎、中央、豊小、沓掛

だと思うんですけれども、どこがあと増えるんですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） 栄小を増やしたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 三浦委員。 

○三浦桂司委員 概要の48ページ、教育振興事業ですかね、定住外国人の日本語プレクラ

ス・プレスクール事業です。委託、368万6,000円上がっております。予算書で見ると71ペ

ージ一番下の教育振興費補助金で、外国人日本語教育支援補助金2,363万6,000円と、これ、

県が３分の２と、市が３分の１となっているんですけれども、ちょっと数字が合いません

ので、何か余分な事業とか何か入っているのか教えてください。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 
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○学校教育課長（秋永亘正君） この県の補助金というのは、プレクラス・プレスクール

事業費のほかに、プレクラス・プレスクール事業と学校とを連携させるための日本語専門

指導員という者がおります。その方の人件費であったりとか、そういった人件費も含めて

の、含めたものに対しての３分の２になりますので、プレクラス・プレスクール事業の３

分の２とはなりません。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 関連。 

 三浦委員。 

○三浦桂司委員 ということは分かりましたが、昨年12月のときに600万、この事業に対し

て寄附金があったと思うんですが、まだここでは入らないということでいいんですか。600

万入るかもしれないと、ここでは数字には上げれないということでよろしいですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） 企業様からの御寄附というのは、その都度、そのときそ

のときのお気持ちでございますので、この当該予算の中に寄附金額というものを入れるこ

とはしておりません。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 近藤ひろひで委員。 

○近藤ひろひで委員 239ページと241ページの扶助事業、要保護・準要保護の援助と特別

支援教育就学奨励費、これ、小学校の予算と中学校の予算がほぼ近いというのは、小学生

は大体６学年あるので、600弱掛ける６学年ということで、中学校は600弱掛ける３学年っ

て、これは多分かかる費用が中学校のほうが大きいので、こういったような数字になるの

かなと思うんですが、それでいいですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） お見込みのとおりでございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） では、続いて、近藤ひろひで委員。 

○近藤ひろひで委員 そうすると、就学援助と特別支援の奨励費というのは、対象者が、

当該者がイコールではなくて、また違う対象者になるので、例えばですが、小学校の割合

と中学校の割合がちょっと違うじゃないですか。その辺はどういったことか教えてくださ

い。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） 確かに対象者としては、予算上は、例えば小学校ですと370

名ぐらいで積算をしております。一方、特別支援学級のほうでは68人ぐらいで積算してお
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ります。これは実績に基づいて予算には上げておるという状況でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 近藤ひろひで委員。 

○近藤ひろひで委員 おおむねその当該者は分かっているので、それに応じた細かく予算

を、無駄につけずに、細かくきちっとつけているという意味でよろしいですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） お見込みのとおりでございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 清水委員。 

○清水義昭委員 概要の49ページで小学校と中学校の各営繕工事費についてなんですけれ

ども、小学校だと上から８行目、９行目ぐらいになりますかね、中学校だと中学校の中の

上から７行目ぐらいになるかと思うんですが、先ほどオートロックとかというような御説

明がありましたけれども、これ、ちょっと詳しくお願いします。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） これは正門のところに、オートロックといって、ふだん

は閉めている状態で、例えばお客様が来たときにインターホンを押すことによって、リモ

ートで正門が開けられるというようなものです。これを導入した契機というのは、今年度、

二村台小学校に不審者が入るという状況がございました。そういったことを背景に、小学

校と中学校、それぞれ２校ずつ、小学校２校、中学校２校に正門オートロックを設置した

いというところでございます。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 清水委員。 

○清水義昭委員 ２校、それぞれどこでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） 中学校が沓掛中学校と栄中学校でございます。小学校が

二村台小学校と、小学校は……。すみません、ちょっと待ってください。ちょっと度忘れ

してしまいまして、すみません。ごめんなさい。栄小学校と二村台小学校でございます。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 教員補助員、資料ありがとうございます。資料ナンバー１の13です

が、教員補助員で低学年のクラスに置くよということですが、この方たちというのは、何

か資格だとか、年齢制限だとか、あと勤務の日数、時間だとかお願いします。 
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○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） まず、スクールソーシャルワーカーの方……。 

（教員補助の声あり） 

○学校教育課長（秋永亘正君） ごめんなさい。教員補助、教員補助については、小学校

の教員免許か中学校の教員免許が必要となっております。 

 あと、時間ですけれども、８時半から４時半の１日6.5時間というふうになっておりま

す。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 浅井委員。 

○浅井たかお委員 予算書のページ、249ページの上のほう、上の段の中間、害虫防除・駆

除業務というものがあるんですけど、この15万1,000円、これは図書館の中なのか外なのか

教えてください。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 水野図書館長。 

○図書館長（水野美樹君） こちらはゴキブリ、ムカデの駆除、防除となっております。

図書館の中と外、両方、薬剤の塗布ですね、していただいております。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 浅井委員。 

○浅井たかお委員 同じく249ページの上の段の下のほう、高圧機器更新工事ってあるん

ですけど、これはエレベーターなのか、どういったものでしょうか、これ。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 水野図書館長。 

○図書館長（水野美樹君） こちらは、図書館の屋上に設置してあります高圧コンデンサ

を更新する形となります。内容としましては、断路器、交流器、変圧器、コンデンサが経

年劣化による十分な性能が発揮できない可能性があるということで、取替えの予定になっ

ております。電圧を安定させるための機械となっております。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 近藤ひろひで委員。 

○近藤ひろひで委員 今ので確認です。いわゆる高圧受電設備、一般的にキュービクルと

呼ばれているものの中の、劣化したものを替えるという解釈でよろしいですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 水野図書館長。 

○図書館長（水野美樹君） 委員のおっしゃるとおりです。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 
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 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 予算書227ページの真ん中より下の学校巡回弁護士委託料、スクー

ルロイヤーだと思うんですけれども、これは今年度どういった活用をしたのかということ

と、今後、来年度、子どもとか家庭が利用することができるのか、できないかどうか、お

願いします。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） まず、今年度の活動状況です。 

 これは、みよし市と連携してやっております。毎月、みよし市、豊明市というふうに、

例えば、４月はみよし市、５月は豊明市というふうに、毎月、みよし市と豊明市が順番に

入れ替わる形で訪問をしていただいております。 

 豊明市では、したがって、６校に対して１回２時間、２人の弁護士さんにお越しいただ

いて、アドバイス等をいただいております。訪問いただいた際には、学校が抱えている状

況であったりとか、そういったこともヒアリングをしながら、例えば保護者や学校とのト

ラブル、子ども同士、家庭同士のトラブルなどを法的な視点で、過去の事例や指針やアド

バイスをいただくことで、学校が適切な対応につなげることができたというものでござい

ます。 

 ごめんなさい。直接保護者さんとかは使えませんので、基本的には学校がどういうふう

な対応をするかということのアドバイスということになります。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 清水委員。 

○清水義昭委員 概要の29ページの下の、先ほどふじえ委員の質疑でもありました、教員

補助員ですけれども、低学年用に配置するというようなことですけれども、これは現在、

舘小学校で行われているセーフティプラスワン、ＳＰ１、そういうのを各校でやるという、

各ほかの学校でもやるというふうに考えてよろしいんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） 舘小学校でやっているセーフティプラスワンというのは、

例えば授業終了後に学校内での学習活動の補助ですので、それとは異なりまして、いわゆ

る小１プロブレムという課題がございます。なので、なかなか小学校１年生ですと、学校

生活になじめない、授業になかなか集中できない状況もございますので、教員補助員等を

配置することで、きちんとした授業の運営ができるようにするというようなところが主な

目的となります。 

 以上でございます。 
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○予算特別委員長（毛受明宏議員） 清水委員。 

○清水義昭委員 これで各校８校、小学校、そろうわけですけれども、低学年用の教員補

助員が、舘小学校でやっているセーフティプラスワンというのは来年度も続行ということ

でよろしいですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） 来年度は続行します。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 郷右近委員。 

○郷右近 修委員 予算書227ページ、10款１項２目 事務局事務事業の中小体育連盟負

担費の負担金は、年々減ってきているのは、児童生徒の数の減少によるものなんでしょう

か。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） そういったことも含めまして、実績から減額をさせてい

ただいておるというものでございます。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 郷右近委員。 

○郷右近 修委員 中学校の部活動が個別に競技種目ごとに廃止が一部されたりとか、そ

ういうこと、それから、外部に民間の委託が進むこととは何も関係ないんでしたっけか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） 直接的な関係はないというふうに理解しております。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 概要の30ページ、中学校プロジェクター型電子黒板設置事業です。

これ、中学校３校に入れるということで、３年生から入れるんでしょうか、一気に入れる

のか、各教室に１台ずつ入れるんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） ３中学校に63台合計入れます。ですので、３中学校一遍

に入れる形になります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございますか。 

 こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 何インチのものを入れるんですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） スクリーンとしては73型を入れる予定でございます。 



- 26 -

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかに。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 今の中学校プロジェクター型の電子黒板についてですけれども、ま

ず、財源が全部一般財源になっていますけど、基金を充てるんじゃないですかね。という

財源をお聞きしたいのと、ＧＩＧＡスクール構想でタブレットを配付されて、それを最大

限活用するためということですけれども、実際、中学校では、授業ではそういったタブレ

ット等というのはどれぐらい活用できているのか。 

 それから、不登校の子であったりだとか、今回上がっています校内フリースクールでも

活用ができるのか、その辺りはどうでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） まず、財源については一般財源を活用する予定でござい

ます。これについては、一応、基本的に普通教室に設置をしますが、特別支援教室にも設

置をするということを予定をしております。 

 タブレットの活用については、学年によって、いろいろ様々ございますけれども、かな

りタブレットを活用した授業によって、双方向のやり取り、先生と生徒の双方向のやり取

りができたりとか、視覚的に分かりやすい授業展開ができたりとかというところで効果を

上げていると。 

 プラス、プロジェクター型電子黒板を設置することで、正面に大きな、そういった画面

を見せることで、例えばプリントの配付の必要がなくなったりとか、画面のスクリーンに

字も書けますので、スクリーン上に書くことができて非常に分かりやすい、視覚的に分か

りやすい授業が展開できるというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 浦財政課長。 

○財政課長（浦 倫彰君） 先ほどの財源について補足をさせていただきます。 

 最終的な判断としては、予算としては、基金充当をする形で、今回、基金のほうの中に

も計上させていただいておりますので、財源といたしましては、3,300万円が教育施設建設

及び整備基金より充当させていただく予定でございます。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 関連で、今のＧＩＧＡスクール構想の実現ということで、タブレ

ット入りました、今回、電子黒板入りました。それで実現というのが何％いくのか。あと、
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ほか足りないものってあるんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） 何％というのはちょっと難しいんですが、着実に進めて

いくことに意義があるのかなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 一般質問に入らないようによろしくお願いします。 

（いや、関連ありますよの声あり） 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） いとう委員。 

○いとうひろし委員 予算書255ページ、５項の１目 スポーツ振興事業でありますが、部

活動指導者謝礼324万2,000円とありますが、これはモデル的に始めるソフトテニスと柔道

の２名の方の金額でしょうか。また、勤務時間が分かれば教えてください。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 相羽課長。 

○生涯学習課長（相羽敏明君） すみません、モデル事業として、今、委員がおっしゃっ

たとおり、柔道とソフトテニスを行います。部活動の地域移行は、御存じのとおり、休日

のみの移行となります。そのモデル事業としては、先ほど来、柔道とソフトテニスという

ことですが、休日の３時間で積算をしております。 

 そして、人数でございますが、お二人というふうに言われましたけれども、その人数で

はちょっとできないものですから、柔道については５人、そしてソフトテニスが14人とい

うことで積算をしております。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 今の部活動の運営のところですけれども、まず、部活動でなぜこの

２種目、柔道とソフトテニスにされたのかということと、あと、学校は、これ、３中学校

でそれぞれでやるのか、それとも３中学校合同でやるようなイメージなのか、どうなんで

しょう。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 相羽課長。 

○生涯学習課長（相羽敏明君） なぜソフトテニス、そして柔道かというお話でございま

すが、今、従来より部活動の、平日の部活動の外部指導員として行っていた方々の中から、

特に部活動の地域移行に興味があるというか、そちらのほうをちょっとやってみたいとい

うような申出もございました。そちらの方々がたまたま柔道とソフトテニスであったとい

うことでございます。 
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 そして、合同か否かといったことでございますが、柔道については３中学校合同で行い

ます。ソフトテニスにつきましては、各学校のほうで男女別に開催を予定をしております。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 郷右近委員。 

○郷右近 修委員 ページ数は、予算書の231ページ一番上のところです。食物アレルギー

学校生活管理指導表作成補助金が、これが９万円か。少ない数字になっていますが、これ

も幼稚園や保育所からの新入学児童の、その段階での実績を考慮して少なくなっているっ

て、そういうことなんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） これは、今年度、令和５年度の実績を鑑みて減額をして

いるものでございます。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 今の231ページの下のところの英検の受験料の補助金、それとつい

でに、その２つ下のふるさと応援奨学金、これの今年度の実績と、今回、６年度は何人分

で計上されていますか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） ふるさと応援奨学金については、今年度１件のお申込み

がありましたので、それの実績に基づいて、令和６年度分については減額をしております。 

 あと、英検ですかね、英検の実績については、予算額としては同様ですけれども、現時

点でのお申込みの人数が140名というところでございます。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 ということは、英検140名分でこの補助金は計上されているのかと

いうことと、ふるさと応援奨学金はすごく減っているんですけれども、これ、子どもたち

とか御家庭にＰＲとかはできているんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） ふるさと応援奨学金については、広報によってＰＲはし

てございます。英検については、その受ける級によってもいろいろ、申込みの経由につい

ても、例えば塾の経由で申し込んだりとか、いろいろ金額がまちまちですので、一律に何

人分というのはなかなか明確には申し上げにくいんですけれども、令和５年度の同様の金
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額で計上させていただいておるというところでございます。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 大体でいいんですが、140名で、小学校何人とか割合でいいですけ

ど、中学校どのぐらいとか、割合、大体でいいんですけど、どうでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） すみません、小学校で何人、中学校で何人という分けは

ちょっと整理はしておりません。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 いとう委員。 

○いとうひろし委員 255ページ、予算書の部活動指導者の謝礼ですけれども、今、柔道と

ソフトテニスだけの予算ということだったんですが、ほかの部活動に対する予算、新たな、

はあるんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 相羽課長。 

○生涯学習課長（相羽敏明君） 今現在は柔道とソフトテニスのみでございます。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 予算書の229ページの下から３つ目、協同の学び推進事業委託です。

これ、同額でずっとしばらくあるんですけれども、もう10年ぐらいたつんでしょうかね。

委託料というのは、まだ今もスーパーバイザーの方が入られているのか、どういった形で

この委託料というのが続いているのかなということと、あと、今までの過去のいろんな議

論の流れで、不登校のお子さんが、数字で見た場合に年々増えている傾向がある中で、先

ほどのいろんな人の手当てをするということは大事なんですが、人の手当てをやるのと、

不登校の生徒さんが増えていくこととの関係をどういうふうに捉えて、令和６年度、取り

組もうとされているんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） まず、協同の学び推進事業というのは、学び手相互の関

わりの中からお互いに学び合うという教育的機能を引き出すことを目的としています。つ

まり、これによって効果的な授業を展開できるように先生方が研修できる機会、そのため

のものでございます。 
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 一方で、不登校は増えています。不登校が増えている背景には、当然学力という部分も

ありますけれども、様々な要因が複雑に絡み合って不登校の要因になっているというとこ

ろが考えられます。 

 ですので、１つの原因を例えば潰していくというようなことはなかなか難しいものです

から、ですので、不登校にならないように、あるいは、もしくは、なったときにどういう

対応ができるかというところに中心に据えて、令和６年度の予算編成というところをして

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 関連。 

 ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 同じ、ちょっと関連もするんですが、概要の29のところで説明書き

の校内フリースクールとして専用の教室と専任の人材を配置ということです。この専任の

人材というのはどういった方でしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） 元教員であるとか、そういった方をお願いしようという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） いとう委員。 

○いとうひろし委員 先ほどの予算書の255ページの部活動職員の謝礼の件ですけど、す

いません、もう一回教えてください。確認です。 

 例えば、先ほど要望が、生徒たちからの要望があって、そういう指導者をやりたいよと

いう方が見えた場合は、予算はつくんでしょうか。というか、今後、令和６年度は、この

２つの部活だけで決まっちゃっているんでしょうか。増やす可能性はないんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 藤井教育長。 

○教育長（藤井和久君） 今は、この予算上は決まっているものだけを上げておりますけ

れども、６年度は引き続き、ほかの部活も当然検討しないといけないので、金額が確定し

たら、補正予算等で計上して対応していきます。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 近藤ひろひで委員。 

○近藤ひろひで委員 261ページの給食センター整備事業アドバイザリーの2,572万9,000
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円、これ、１年間でこの金額と、月200万強ということで、これは何かコンサル料プラス、

何か図面とか、そういった物の提案もあるという解釈でいいですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 矢野室長。 

○新給食センター準備室長（矢野 優君） 現況測量と、あと、ボーリング調査等も含ん

でおりますので、そういった調査費、あとは資料の作成も支援していただきますので、幅

広く支援していただく内容に……。 

（これだけじゃないのね。実務もあるということねの声あり） 

○新給食センター準備室長（矢野 優君） そうです。そのとおりです。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございますか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 今のアドバイザリーの支援業務ですけれども、業務内容等、資料を

頂きました、４―８で。まず、こういったことを取り組む事業者がどのような事業者かと

いうことと、その事業者が選ばれた理由をお願いします。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 矢野室長。 

○新給食センター準備室長（矢野 優君） コンサルティング事業者になります。あと、

建築に関わるような業務になりますので、建築も専門としている事業者に担っていただい

ているというところでございます。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 229ページの一番上になります。小中学校英語指導助手業務なん

ですけど、これは何人見えて、資格はどういったものを持ってみえるとかあるんでしょう

か。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） 229ページの英語指導助手……。 

（一番上ですねの声あり） 

○学校教育課長（秋永亘正君） 一番上ですね。これは１人でございます。会計年度任用

職員でございます。 

 以上でございます。 

（資格はあります。特にないの声あり） 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） 資格は特にございません。 
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 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 229ページの、先ほどありましたプレクラス・プレスクールの委託料

についてですけれども、まず、これは事業費、委託料が増えているのは拡充していくとい

うことなんですけれども、指導員が増えるというようなことで400万ぐらいですけど、増え

ているという認識でいいのかということと、実際に利用している子どもも増えているのか、

利用人数というんですかね、実際の、というのは把握されていますか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） まず、指導員は特段増やすというものではありません。

ただ、非常に難しいお仕事でもございますので、委託料の単価、人件費のほうは上昇して

いるというところでございます。 

 受入れ人数も、そういったマンパワーがそこまでしか現時点ではないので、それほど多

くは、なかなか今は厳しい状況にもありますので、年間40人ぐらいの受入れが限界なのか

なと、想定ができるところなのかなというふうには考えております。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 人件費の単価の増と、年40人ということなんですけど、これ、二村

台小学校以外の学校でも通うことができているんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） 通うことはできております。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 その場合は、たしか二村台小学校は、授業の取り出しとかでやって

いると思うんですけど、ほかの学校もそういうふうに取り出しでできているのか、それと

も、何か迎えに行って集めてやっているのか、どういう状況でしょう。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） タクシーを使っていただきながら、プラス・エデュケー

トさん、委託業者、そこのところに行って授業というか指導を受けていただくような形に

なっております。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 今の関連なんですが、予算書の237ページの半分から下のほうにあ
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るタクシー等使用料16万、あと、中学校のほうだと241ページにもタクシーがありますけ

ど、それは今の林委員の言った送迎というか、に使うということでよろしいでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） プレクラスに使うものは、特に取り出して予算を計上し

ております。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 237ページのタクシーの上のところ、学校用地借上料、これ、681

万か。これ、どこの用地になるんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） 三崎小学校の国有地でございます。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） いとう委員。 

○いとうひろし委員 予算書229ページの上段、上から５段目、部活動外部指導者等謝礼と

ありますが、先ほどの部活動の謝礼とはどう違うんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） これは平日の部活動の謝礼でございまして、１回当た

り1,500円でお支払いをしておるものでございます。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 概要の29ページの下の、学びの環境充実事業で校内フリースクール

のほうですけれども、先ほど、この専任の人材というのは教員補助のような形でというふ

うだったと思うんですけれども、これは各中学校に１人ずつ配置ということで考えていい

のかということと、どれくらいの参加を見込んでいるのかということ。 

 あと、今、別室登校とか保健室登校とかもあると思うんですけれども、そういうのもこ

の校内スクールとは別で並行してやるというようなイメージなんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） まず、やってみないとどれぐらいの人数が来られるかと

いうのは分かりませんけれども、別室登校で、中学校ですと大体10人前後がいるというふ

うに聞いておりますので、それぐらいの方が校内フリースクールにいらっしゃるのかなと。

なので、別室登校ではなくて、こちらの、要は教室に、学校には来れるけれども、教室に
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入れない子たちを、安らげる場所といいますか、そういった形での運営を目指していきま

すので、別室登校の子が校内フリースクールに来ていただけるようなイメージ感を持って

おります。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 関連。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 それで、人員は１校１人、１人ずつ、教員の補助をつけるという、

そういうイメージですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） 専任の指導員というところで会計年度任用職員という形

で、別室登校ですと必ず特定の人がいないものですから、専任の人を置くことにかなり意

味があるよというところと、その方を元教職員の方を配置するというものでございます。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 あともう一つ、すいません、その上の低学年児童の増加で、低学年

のクラスに１人、先ほど各学校に１人ずつ増やすということだったんですが、資料ナンバ

ーの１の13で見ますと、教員補助員はプラス７人なんですね。先ほどの専任の人材、各中

学校に３人と考えると、プラスあと１人ずつ低学年で入れたとしても８で、11人プラスし

ないと数が合わないんですけど、この辺はどういうふうになっているんですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） このプラス７人というのは教員補助です。ごめんなさい、

教員補助なんですけれども、低学年の小１プロブレムと言われる低学年の対応になります。 

 舘小学校の部分が入っていないんですけれども、これは、舘小学校はセーフティプラス

ワンという事業を行っている関係上、そういった低学年の対応にできる人材の余裕があり

ますので、その分、舘小学校以外のところを手当てをするというものでございます。それ

とは別に、フリースクールでは会計年度任用職員を充てるというものでございます。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 まず、小学校のほうですけれども、舘小学校のほうは、セーフティ

プラスワンをやりながら、そういった低学年のほうを見るというようなイメージなのかと

いうことと、あと、１学校何クラスかあるんですけれども、１人の先生が何クラス低学年
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のものを順番に見ていくような、そういうイメージをされているのか、どうなんでしょう

か。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） セーフティプラスワンについては、来年度はやります。

舘小学校に新しい校舎を造りますので、そのときには放課後子ども教室に移行します。 

 低学年補助の先生については、いろいろ、低学年補助専門というよりも、その教員補助

の方が空いた時間に、いろいろ何人かいらっしゃるところもありますので、その方たちが

その学年の対応をしていくというところです。１人の方は、２クラスあったら２クラスを

対応するとか、そういったこともあります。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 藤井教育長。 

○教育長（藤井和久君） 舘小学校は、セーフティプラスワンは１年生の授業が終わった

後に引き続きやるので、通常の時間帯、午前中とか午後の一部の時間帯は空いていますの

で、その時間は低学年の子どもたちを見ているというような状況です。 

 それから、低学年補助については、学年当たり１人なんですけれども、やはり保育園と

か幼稚園から上がってくる子で落ち着きがない子とかいろんな子がいますので、そういっ

た子が担任の先生１人だけではなかなか面倒が見切れないよということで、そういったと

ころのサポートに入るというような状況になっております。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） 訂正をさせていただきたいと思います。 

 先ほどの部活の謝礼のことについて、私、ちょっと訂正をさせていただきます。 

 すみません、部活なんですけれども、平日ではなくて休日の分、つまり、地域移行が進

んでいない部活も当然休日行いますので、その分の謝礼ということでございます。 

 訂正させていただきます。申し訳ございませんでした。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 清水委員。 

○清水義昭委員 セーフティプラスワンが来年度限りだよというような御答弁があったの

で聞かざるを得ないんですけれども、支援室にお聞きしたいんですけれども、セーフティ

プラスワンは、評判というのはどうなんでしょうか。それは子どもからもそうですし、教

員から見ても。お願いします。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 山田学校支援室長。 
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○学校支援室長（山田秋男君） セーフティプラスワン事業、数年行っているんですけれ

ども、大変、子どもからも教員からも好評でございます。子どもたちも、やっぱり職員が

多いので、自分の話しかけやすい教員という数も増えるということで、ちっちゃい子が特

に、年齢も高い方が多いものですから、優しくしてもらえるということもあって、とても

かわいがっていただいている現状でございます。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかに。 

 郷右近委員。 

○郷右近 修委員 予算書249ページ、10款４項３目、図書館の維持管理で、夏場に蜂がい

て大変でという様子のときがあったように思っていて、害虫駆除の費用は同額なんですけ

ど、もっと上げてもいいんじゃないですかね。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 藤井教育長。 

○教育長（藤井和久君） 必要があれば、予算を計上させていただきます。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかに。 

 ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 予算書の237ページの、最初の御説明でありました機械器具等保守

点検委託、あと清掃等委託料、これ、小学校も中学校のほうも減っているのが、公共施設

の包括一括管理ということでしたが、一括で包括管理してもらっても、これだけ委託料が

それぞれ残っている理由をお答えください。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） まず、機械器具等保守委託については、校舎警備が令和

６年８月までの長期継続契約が残っておりますので、その分の計上でございます。 

 あと、清掃等委託料につきましては、蛍光灯の処分、蛍光灯を変えておる作業に発生す

る処分委託、これが残っているという状況でございます。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 予算書の253ページ、253ページの指定管理のところです。文化会館

の、これ、増の理由って言われたっけ。お願いします。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 相羽課長。 

○生涯学習課長（相羽敏明君） ふじえ委員が言われるのは、文化会館の指定管理料が増

えているということでございますね。 
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 こちらは、当初に提案があった金額に、今回、先日出させていただきましたカラオケ機

器のリース料を含んだ金額を指定管理料として計上させていただいております。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 同じページの一番上にある文化広場の指定管理料で、先ほど令和５

年度までは体育館の中で計上していたということですが、今回取り出した理由、分かりま

すでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 相羽課長。 

○生涯学習課長（相羽敏明君） こちらは、指定管理者のほうからの提案というような形

で出てきたものを、このような形で提示をさせていただいたということでございます。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 253ページの上の文化広場の500万の増が体育館の分というふうだっ

たんですけど、257ページの一番下の指定管理の体育施設の指定管理のほうは600万増して

いるので、移動しても600万増しているということは、体育館施設のほうは1,000万ぐらい

増えていることになるんですけど、この理由は何でしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 相羽課長。 

○生涯学習課長（相羽敏明君） 体育館の指定管理料が上がっております。こちらは、文

化広場のほうで人件費を対応していただいた金額がマイナスがございますが、光熱水費で

すごく上昇しておるということ。あと、ひろばのテニスコートの料金収受、予約を業務委

託から指定管理ということで計上させていただいておりますので、その分が増額をしてい

るということで御理解いただきたいと思います。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 概要の31ページ、上の市制50周年マラソン大会実施事業、これ、

人数の見込みとか、あと、参加料、あと、開催時期のほうはどういった計画なんでしょう

か。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 相羽課長。 

○生涯学習課長（相羽敏明君） 開催時期については、すいません、まだ中京競馬場のほ

うと協議中でございますので、年内に開催したいと思っております。 

 参加人数でございますが、先日の一般質問のほうでも、種目のほうがリレーマラソンだ
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とか、10キロのものだとか、ファミリーというようなことでの参加ということでお話をさ

せていただきました。 

 まず、リレーマラソンにつきましては、高校生以上が1,200人で2,500円で計算をしてお

ります。参加される小中学生についても、リレーマラソンですけれども、小中生について

は100人の1,000円という積算でございます。 

 あと、10キロでございますが、高校生以上が1,200人の2,500円、10キロの小中学生が100

人の1,000円という積算でございます。 

 あと、ファミリーということですが、このファミリーというのも高校生以上の方と小中

学生が一緒に走るという、そういうものでございますが、ファミリーの場合、高校生以上

として200人の1,000円、ファミリーを、小中学生200人で無料というような形での積算でご

ざいます。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 近藤ひろひで委員。 

○近藤ひろひで委員 すいません、関連で。予算を使うことなので。 

 これは、ＪＲＡのほうの使用料、それから名競さんに使用料とか、そういうものは発生

しないですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 相羽課長。 

○生涯学習課長（相羽敏明君） 発生するという、発生はこの予算の中には入っておりま

せん。払うことはないということでございます。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 近藤ひろひで委員。 

○近藤ひろひで委員 ということは、場所は提供していただけるということでいいですね。 

（はいの声あり） 

○近藤ひろひで委員 これは蛇足ですけど、中京競馬場の開催ですが、10月から11月の第

３週までしか空いていません。あとは場を開いていますので、当然知ってみえると思いま

すけど、注意してください。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 相羽課長。 

○生涯学習課長（相羽敏明君） そのような競馬場の都合もございますので、支障がない

ような形で開催をしたいと思っております。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 今のマラソン大会のところですけれども、委託料で2,000万で出て
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いるんですけれども、これはどういった事業者が委託すること、どういった事業者を想定

しているかということと、これ、この2,000万ってほとんど、これは人件費なんでしょうか。

何にお金、今、会場かからないということなんですが、何にお金がかかるのか、人件費の

割合はどれぐらいと見込んでいるのか、おおよそでいいのでお願いします。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 相羽課長。 

○生涯学習課長（相羽敏明君） どういった事業者といったところでございますが、今回

の見積りに際しまして、平成30年当時に民間事業者が行ったマラソン大会がございました。

そちらの開催したときの委託事業者のほうから見積りを徴収をしております。その見積り

の金額を委託金額として上げております。 

 そして、人件費ということでございますが、この2,000万の中には、備品だとか計測機器、

広報関連費用、エントリー関連費用など入っております。その中で、スタッフの経費とい

うことで、前日の準備から当日の運営、そして司会だとか看護師などの人件費を含めまし

て320万という数字がありますので、2,000万のうち320万、16％ぐらいですかね、20％程度

かなというふうに思っております。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 藤井教育長。 

○教育長（藤井和久君） どういった事業者であるかということなんですけれども、平成30

年に中京スポーツが主催してやったマラソン大会では、旅行代理店が受託事業者となって

全体的な運営をしております。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） そろそろこの辺りで１時間経過しますが、まだ10款

について質疑はあるでしょうか。もうない。まだある。 

（まだまだありますとの声あり） 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 林さん、まだあるというので。 

 それでは、ここで10分間の休憩といたします。 

午前１１時３４分休憩 

 

午前１１時４４分再開 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 休憩を解き、休憩前に引き続き会議を進めます。 

 質疑のある方は挙手願います。 

 郷右近委員。 

○郷右近 修委員 予算書259ページ、10款５項３目、学校給食の残飯回収配送等委託料
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が、かなり似通った予算額の数字なんですけど、この間、コロナ禍以前は半額に近い金額

だったのが、学校の休みが、子どもたち個々に頻繁に起こりやすい状況の中で、学校給食

の残渣も増えている中での増額というお話が以前あったと思いました。 

 今年度は、１年度丸ごと、要は去年の５月以降の国の体制の中での運営にもなってきて、

この辺、減額ということではなく、あくまでも前の１年間の実績の数字を基に当初予算が

組まれているということなんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） 実績を基に当初予算を組んでおります。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 関連。 

 三浦委員。 

○三浦桂司委員 運搬費なんかが上がっているかもしれませんけれども、牛乳をちょっと

お聞きしたいんですけれども、瓶から紙パックに変えたと思うんですけれども、令和６年

度、牛乳を廃棄する比率というのは、どれぐらいを見込んで数字を上げていますかね。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） 当初予算上では、今年度と同様といいますか、を見込ん

でおります。ですので、若干、瓶から紙パックに変わって、飲み残しが若干減る傾向にも

あるということも聞いたことがありますが、それはなぜかというと、瓶だと中身が見えて、

結構多いなという感覚から、紙パックだと小さくなって中身が見えないので、何となく飲

んでしまうというような傾向も１つあるということは聞いておりますが、ただ、今後どう

いう状況になるか分かりませんので、処分費だったり運搬費だったりとかというのは、従

来どおりの金額を計上させていただいております。ほぼ、ほぼですね。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 三浦委員。 

○三浦桂司委員 金額をちょっと聞いたんですけど。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） ごめんなさい。 

 まず、運搬費、牛乳飲み残しの運搬費が約240万、処分費が約130万ですね。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 その下の学校給食調理委託料の8,100万ですけれども、これ、前年度
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比で1,500万も増えているんですけど、その理由をお願いします。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） これは、ひとえに人件費の増額というところが一番大き

な要因でございます。今、調理業務委託をしておるんですけれども、非常に厳しい人数の

中でやっていただいておるというところでございます。 

 ですので、そういったところを、適正な人数を算出した上で、なおかつ１人当たりの単

価も上昇しておるものですから、こういったちょっと大きな増額になっているという状況

でございます。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかに。 

 関連。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 これ、もともと市が直営でやっていたところを委託でプロポーザル

で出して、民間事業者で、多分、この人数でって手を挙げてやったと思うんですけれども、

なぜ厳しい人員でやっているような状況になるんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） 例えば中央調理場なんかでも、調理員のほう、雇用しと

るんですけれども、かなりやっぱり仕事が厳しいというところで、集まりにくいというこ

とと、辞めてしまうケースもございます。それは民間でも同様です。今、民間のほうで委

託をしておるんですけれども、本当にぎりぎりの人数の状態でやっているという状況から、

適正な人数での委託をというところでの委託費の増額という理解をしております。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかに。 

 岡島委員。 

○岡島ゆみこ委員 241ページの中段のところの中学校教育振興事業、競馬場寄附非対象

校備品購入費となっていますが、これの内容と、非対象校というのは何か教えていただけ

ますか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） まず、競馬場さんについては、いろいろ競馬場さんの事

業によって、いろいろな、ちょっと影響があるようなエリアの学校については御寄附とい

うのを頂いておるんですけれども、それ以外のエリアの学校、それは中央小学校であった

り、沓掛小学校であったり、沓掛中学校であったりというところが非対象校になります。
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なので、そういったところの、ほかの対象校とのバランスを確保する必要もあることから、

こういった非対象校の備品費を計上しようというところでございます。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 そこの今の競馬場の件から３番目下で、日本スポーツ振興センタ

ーってあるんですけど、その負担金、これ、どういった内容なんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） これは、いわゆるけがをしたときの共済掛金でございま

して、１人1,000円分、年額1,000円分のものを計上したものでございます。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかに。 

 清水委員。 

○清水義昭委員 概要の21ページの下、これ、款違い、款が違うんですけれども、２款の

ほうで質疑したら10款で質疑してくれというふうに言われたので、ここで質疑しますけれ

ども、舘小学校の校舎建設の件で、新しい校舎の図面、資料ナンバー１の③を見ると、今、

野外教育なんかで使うような、かまどがある部分に校舎がかかっているような感じなんで

すけれども、これは教育委員会として、どこかかまど施設みたいなやつを別に移すとか、

そういうような配慮をして、校舎建設をするというような考えでよろしいでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） かまどについては、現在使っていないという状況もござ

います。ほぼ使っていないという状況もございまして、これを移設するとかということは

現在検討しておりません。 

 以上ございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 清水委員。 

○清水義昭委員 なくしちゃうようなイメージでいいですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） なくすかどうかというのもありますけれども、もともと

使っていないものですから、それをどうこうするということは現時点では考えていないと

いうことです。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかに。 

 鈴木委員。 

○鈴木智和委員 予算書の253ページの下から４つ目、二十歳の会の会場設営等委託料が
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前年度より24万ほど安くなっているんですけれども、内容の企画等の変更とかあるんでし

ょうか。内容を教えてください。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 相羽課長。 

○生涯学習課長（相羽敏明君） こちらは、二十歳の会のときの受付のレイアウトを若干

変更いたしました。それで、今年の二十歳の会の実績も下がったものですから、それに合

わせて額を変更しておるということでございます。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 257ページ、一番上の全国一斉あそびの日の開催委託って、これ、

どういったものか、あと、いつ開催するんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 相羽課長。 

○生涯学習課長（相羽敏明君） こちらは、遊びやスポーツなどを通して、年齢や障がい

にかかわらず、人と人とのつながりを、そして、笑顔を広めるキャンペーンということで、

日本レクリエーション協会のほうが始めたものでございまして、それに、その趣旨に賛同

して開催するものでございます。あそびの日の週間というのがおおよそ２か月ぐらい設定

をされておりまして、その期間中に何らかのレクリエーションを実施するということでご

ざいます。 

 来年度につきましては、開催時期、いつかということはまだ決定をしておりませんけれ

ども、ちなみに令和５年11月にはボッチャを開催したということでございます。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかに。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 これも２款で、たしか教育で詳しくというふうだったと思うんです

が、どよう塾についてです。今年度、中止ということなんですけれども、今後どのように

やっていくのかということで、対象者とか、場所、箇所数とか講師、予算はどういうふう

になっているんでしょうか。ページ、特にないんですけど、どよう塾について。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） どよう塾は、今年度をもって閉鎖をします。代わりに地

域塾というものを来年度から行います。区の一括交付金の一部として予算は計上しており

まして、内容としては、区や町内会が子どもたちの、例えば宿題であったりとか、冬休み

の宿題をちょっと面倒を見るとか、そういったことをやる事業に対して、区や町内会に対
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して交付金を交付するというもので、全く同じ形態ではありませんが、どよう塾というの

は、本当に教室形式で一斉にやるものですが、それとは違って、むしろ寺子屋に近いよう

な、ああいう地域の大人の人たちが子どもたちの学習を見るというもので行っていきたい

と思っております。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 257ページの２番、上から２つ目の愛知万博駅伝参加委託料があ

ります。これ、選手に報酬って出るんですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 相羽課長。 

○生涯学習課長（相羽敏明君） 選手への報酬という形では出ておりません。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 予算書の245ページの公民館活動事業、公民館講座委託料375万4,000

円、これは市民大学ひまわりへの委託料かということと、あと、施政方針の中で、生活困

窮の子どもたちが多様な経験を得る機会として、水彩画と書道の講座を新たに行うという

ふうにあるんですが、その辺のところの説明をお願いします。なぜ水彩画と書道の講座と

か、お願いします。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 相羽課長。 

○生涯学習課長（相羽敏明君） 委員の言われた公民館講座委託料375万4,000円でござい

ますが、このうちの360万がひまわりへの委託料でございます。 

 それで、生活困窮世帯向けへの書道だとか水彩画につきましては、市民の方から、何ら

かの講座といいますか、こういうような教室をやってほしいという御要望がございました。

それを受けて、どの種目ということは言われなかったんですけれども、提案はなかったん

ですが、取りあえず私どもで考えたのが書道と水彩画ということで提案をさせていただく。

取りあえず、この事業、この教室をやってみようというようなことで計上をさせていただ

いたということでございます。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 今、水彩画とかあるんですが、ほかの要望なんかはいろいろ、ど

のようなものがありました。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 相羽課長。 
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○生涯学習課長（相羽敏明君） すいません、対象者の方から、どの事業というような要

望はございませんでした。ただ、家庭で、塾で通えるようなというようなお話はございま

したけれども、そうすると、学習支援といったところは別の所属のほうで事業をやってお

りますので、本当に芸術的といいますか、書道と絵画が適当ではないかということで提案

をさせていただいたということでございます。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 公民館講座の市民大学ひまわりのところですけれども、カラットで

もいろんな講座を開催していると思いますけど、そのカラットでやっている企画とかもこ

の委託料で入っているんでしょうか。それともそれは別ですかね。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 相羽課長。 

○生涯学習課長（相羽敏明君） カラットのほうで実施しているものもこの中に入ってお

ります。私どものほうからひまわりのほうに年間200以上の講座を開催してください、検討

してくださいということでお願いをしておりまして、その中で、ひまわりさんのほうで講

座をいろいろ考えていただいて、会場については、カラットだとか、文化会館だとか、地

域の集会所だとか、そういったところでの開催をしているというようなことでございます。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 245ページの真ん中の駐車サービス券等ってあるんですけど、こ

れってどこの駐車場になるんですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 相羽課長。 

○生涯学習課長（相羽敏明君） こちらは、南部公民館の利用者に対して２時間まで無料

の券が受けれるよというような形で交付するものでございます。駅前の私営、私の駐車場

のほうでの利用を想定をしております。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 中堀委員。 

○中堀りゅういち委員 ページが241ページ、10款３項２目で、事業１番、中学校教育振興

事業、先ほど岡島委員が質問されていました競馬場寄附非対象校備品購入費の部分なんで

すけれども、こちら、対象校に寄附する理由と、これ、40万ということは20万ずつでほか

２校にやっているのかというのを、ちょっと２つお願いします。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） この予算は非対象校ですので、今、先ほど、あれですけ
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ど、３校対象がございます。今回は、一応、沓掛中学校を対象に、１校を対象に40万を計

上しておるものでございます。対象校については、競馬場様からの御寄附というか、そう

いったものがございますものですから、そういったものを除いたこの３校で、今年度はこ

の学校というような予算のつけ方をしておるというところでございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 中堀委員。 

○中堀りゅういち委員 順番で回って、要は選ばれているのか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） そのとおりでございます。令和６年度は沓掛中学校の順

番というところでございます。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 247ページの上から３つなんですけど、南部公民館職員駐車場草

刈委託料ってあるんですけど、これって市の土地とかそういうことなの。どこにあるんで

すか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 相羽課長。 

○生涯学習課長（相羽敏明君） こちらは市の土地でございまして、皆瀬川を渡ったとこ

ろに、すいません、駐車場がございます。職員用の駐車場がございます。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ここで時間がお昼の時間になりましたけど、まだま

だありますか。10分とかで。 

（あと１個の声あり） 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） あと１個。 

 じゃ、ここで会議の途中でありますが、午後１時10分まで昼食のため休憩といたします。 

午後零時２分休憩 

 

午後１時１０分再開 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 休憩を解き、休憩前に引き続き会議を進めます。 

 10款 教育費について、質疑のある方は挙手願います。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 予算書の253ページの真ん中、文化会館の営繕工事費と、259ページ

の上の福祉体育館等営繕工事費についてですけれども、前年度比で２倍以上、どちらも上

がっています。先ほど説明の中では、急を要する工事等に対応ということなんですけれど
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も、これ、なぜ増えているのかということと、これ、基金が当たっているんですよね、教

育施設の。これ、なぜ基金が当たっているのか。これは全く、どういう工事かというのは、

今のところ何もない状態で計上されているんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 相羽課長。 

○生涯学習課長（相羽敏明君） 工事につきまして、先ほど説明をさせていただいたとお

り、両施設とも古うございます。工事のたびに補正等で計上させていただいて、そこから

執行させていただいておるところなんですが、やはり古いというようなことで、ある程度、

営繕工事費を持っておいたほうがいいのではないかという判断の下、営繕工事費を増やし

たということでございます。そのようなことで増えているというようなことでございます。 

 なぜ基金が当たっているのかというのは、施設の管理上、やはり基金を充てるのが適当

ではないかという判断の下、基金を充当したということでございます。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかに。 

 こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 249ページ、文化財保護費の一番上になります。文化財保護委員会

員等報酬とあります。これ、どんなメンバーで何人見えるんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 相羽課長。 

○生涯学習課長（相羽敏明君） いろいろな経験をされた方が見えますけれども、職員と

いいますか、委員さんとしては現在８人見えます。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかに。 

 こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 今のメンバーは、具体的なメンバー、どういった方なんですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 相羽課長。 

○生涯学習課長（相羽敏明君） どこかのところに所属しているということではございま

せん。学校の先生だったりだとか、本当に文化財に知識がある方ということでございます。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 その下の史跡整備はどこの史跡になる。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 相羽課長。 

○生涯学習課長（相羽敏明君） その下の史跡整備等作業の27万1,000円のことだと思いま

すが、二村山とか一里塚などの除草、清掃などをしていただいております。 
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 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかに。 

 関連ですか。 

（違いますの声あり） 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 清水委員。 

○清水義昭委員 同じ文化財関係のところで、もう１ページ後ろ、251ページになると思い

ますが、沓掛城址の修繕工事費66万円、これは何をやるんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 相羽課長。 

○生涯学習課長（相羽敏明君） こちらは沓掛城址にあります、擬木の橋があるんですけ

れども、そちらのほうの欄干がぼろぼろなものですから、モルタルを塗って補修するとい

うようなことを考えております。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 その上の埋蔵文化財包蔵地調査と書いてある、包蔵地ってどこに

なるんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 相羽課長。 

○生涯学習課長（相羽敏明君） いろいろな、どこということ……。 

（マイクが入っていないの声あり） 

○生涯学習課長（相羽敏明君） ごめんなさい。すいません。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 相羽課長。 

○生涯学習課長（相羽敏明君） 包蔵地といいますと各地域に散らばっておって、どこと

いうと、本当に、聞かれたらここだよというようなことで、場所は決まっておるんですけ

れども、口頭で申し上げるのはなかなか難しいということでございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 235ページの放課後児童健全育成事業の委託料と放課後児童健全育

成事業の補助金というところですけれども、これ、両方とも1,000万ぐらい上がっているん

ですけれども、その理由は何でしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） 放課後児童の児童クラブのほうではかなり委託料が上が

っておりまして、今年度の補正予算でもちょっと上げさせていただいたんですが、非常に、

栄児童クラブの定員が非常に多くて、定員を増やしたというところから、スタッフの人数
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も増やしているので、金額として上がっておるというところでございます。歳入のほうも

それに伴って上がって、放課後子ども教室推進事業費の補助金については、実績によって

若干は下がってはおるところでございます。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 児童クラブのほうですけれども、定員増は栄だけですか。1,000万増

というのは、何人増えているんですかね、スタッフ。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） ごめんなさい、もう一回確認ですが、補助金のほうです

か。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 児童クラブの委託料のほうです。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） すいません、児童クラブの委託料については、先ほど申

し上げましたように、栄が非常に伸びております。ほかのところは委託料としては変わっ

ておりませんので。 

（何人ぐらいの声あり） 

○学校教育課長（秋永亘正君） 110人から160人まで増えておりますので、定員が。 

（スタッフの声あり） 

○学校教育課長（秋永亘正君） スタッフについては、３人から４人増やすというような

形で対応しております。ですので、これ、２つの業者さんで委託をしておるんですけれど

も、栄の児童クラブの増の分でかなり大きく増えたというところでございます。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 ということは、３人分で1,000万の増ということでいいのかという

ことと、もう一つ、やはり放課後児童健全育成事業の補助金ですけど、やっぱり1,000万、869

万増しているんですけれども、減ではなくて、この理由をお願いします。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） これは、一般の民間の児童クラブが１つ増える予定でご

ざいます。今、太陽広場クラブとドリームクラブというところに補助金を拠出しておるん

ですけれども、それにプラス１つ民間事業者が増える予定でございますので、その分が大

きく増えたというところでございます。 
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 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 関連。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 それはどこにできるというのは分かっていますか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） 予定としては、モリッコランドというところが、桜ヶ丘

沓掛線のところにできるんですけれども、そこを予定した補助金でございます。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかに。 

 こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 251ページの真ん中の上で文化財保護補助金、これはどういった

ところに使うんでしょうか。251ページ、真ん中の文化財保護補助金ですね。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 相羽課長。 

○生涯学習課長（相羽敏明君） こちらは、文化継承活動に対したり、文化財の保存に対

してだとか、あと、地元でやっております太鼓等の修繕にかかる補助金でございます。 

（マイクの声あり） 

○生涯学習課長（相羽敏明君） 入ってなかったですか。 

（違う、近づけての声あり） 

○生涯学習課長（相羽敏明君） じゃ、すいません、もう一度。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 聞こえましたね。 

（聞こえたでいいの声あり） 

○生涯学習課長（相羽敏明君） いいですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） マイク、また近づけて答弁をお願いします。 

○生涯学習課長（相羽敏明君） 分かりました。すいません。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかに。 

 浅井委員。 

○浅井たかお委員 予算書の247ページの図書館活動事業の中の司書業務等というところ

の2,224万3,000円、これはどなたがしているんでしょうかね、この司書は。職員の方か、

会計年度の方か。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 水野図書館長。 

○図書館長（水野美樹君） 司書業務等というのは会計年度職員の賃金となります。 

 以上です。 
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○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかに。 

 ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 予算書の249ページの、同じ図書館維持管理事業の中ほどの樹木剪

定・草刈委託料が300万、倍増しているんですけれども、理由を教えてください。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 水野図書館長。 

○図書館長（水野美樹君） 図書館のほうの樹木につきましては、四、五年に１度、高木

の選定を行っております。令和６年はその高木選定にプラスしまして、木の、幹の空洞化

をしている木が見つかりましたので、その危険木の撤去作業という委託が入っております。 

 以上となります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかに。 

 こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 253ページの文化振興事業、真ん中からちょっと上、文化協会補助

金って、こういう文化協会ってどういったものになるんですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 相羽課長。 

○生涯学習課長（相羽敏明君） 市内で文化、芸能活動に対して活動している団体、豊明

市文化協会に対する補助金でございます。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかに。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 235ページの下の小学校人件費の一般職３人というところですけれ

ども、これは少人数学級の対応の市費教員の人数というふうに認識していいのか。たしか

来年の６年生だけだったと思うんですけど、今後はこれ、ゼロになるようなイメージでよ

ろしいでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） お見込みのとおりでございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかに。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 その下の学校用務員の業務で、小学生と中学生の239ページか、両方

とも、これ、少し増えているんですけれども、これ、人数が増えるということなのか、そ

れとも報酬が、単価が上がるということなのか、どちらでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） 報酬の単価でございます。の上昇でございます。 
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 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかに。 

 こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 235ページの上から３つ目で、樹木剪定・草刈委託料とかあるんで

すけど、一番最初の話で、小学校管理事務事業とか剪定事業は公共包括のほうに入る、4,600

万入るんですが、こういったのとはまた別でこういうのが出るんですかね。場所がちょっ

と分からないんですけど。235ページ、上から３つ目の樹木剪定です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） 勤労会館の草刈りとかそういったものでございますので、

包括管理には含まれないものでございます。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかに。 

 浅井委員。 

○浅井たかお委員 ページ数247ページですけど、先ほどの司書業務のところで、会計年度

さんということだったんですけど、これは司書を持っている会計年度さんだけに限ったこ

とではないのか、全部の会計年度さんの賃金なのか。それから、何名ですかということを

お聞きします。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 水野図書館長。 

○図書館長（水野美樹君） こちらは、司書及び事務職全て含めた会計年度の、先ほど賃

金と申しましたが、報酬となっております。現在12名おります。来年度予算につきまして

は13名、会計年度職員のうち10名、司書をお持ちの方、３名が事務員という内訳となって

おります。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかに。 

 浅井委員。 

○浅井たかお委員 そこの、同じところですけど、図書館の協議会委員報酬ってあるんで

すけど、この委員は何名いらっしゃいますか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 水野図書館長。 

○図書館長（水野美樹君） ９名となっております。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかに。 

 こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 どういった方がなるんでしょうか、メンバー。 
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○予算特別委員長（毛受明宏議員） 水野図書館長。 

○図書館長（水野美樹君） 委員さんは、学校の先生とか司書の資格を持ってみえる方、

それから、図書館のボランティアを行っていただいている方、あと公募の方という形にな

ります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 浅井委員。 

○浅井たかお委員 関連で。 

 この協議会は年間何回開かれますか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 水野図書館長。 

○図書館長（水野美樹君） 年２回を予定しております。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 清水委員。 

○清水義昭委員 概要の50ページの一番下、生涯学習になるかと思うんですが、文化広場

管理事業の指定管理料ですけれども、来年度からたしか勅使会館の宿泊がなしになるかと

思うんですが、これで指定管理料がどれぐらい減ったのかというのを積算していたら、お

願いします。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 相羽課長。 

○生涯学習課長（相羽敏明君） それは施設合計ということですかね、というか…。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 清水委員。 

○清水義昭委員 勅使会館の宿泊をやめることによる指定管理料の減は算出していないと

いうことでよろしいでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 相羽課長。 

○生涯学習課長（相羽敏明君） 宿泊に伴って幾ら減額したかということは積算はしてお

りません。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） 申し訳ございません、ちょっと訂正をお願いします。 

 235ページの一般職級３人の費用でございます。先ほど市費負担教員というお話をさせ

ていただきましたが、訂正させていただきます。 

 再任用の用務員さんの負担費用でございます。３人分の費用でございます。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかに。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 今のところですけど、３人は少人数学級のやつとはまた別というふ
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うでいいですか、再任用の方というのは。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） 少人数学級の方とは別でございます。ですので、例えば

調理員さんの方が定年をされて、用務員に着任されるというところで、再任用としての費

用という形になります。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかに。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 そうすると、少人数学級の市費負担教員のところはどこに計上され

ているんですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） なので、少人数学級の部分は県の負担に、県費職員にな

るので、今回のこの予算には計上されていないというところでございます。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかに。 

 ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 実施計画書の35ページにあります、勅使グラウンドの駐車場の駐車

区画の整備を行う77万円工事費がありますけれども、詳しくお願いします。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 相羽課長。 

○生涯学習課長（相羽敏明君） 勅使グラウンドの南側、テニスコートの隣にありますグ

ラウンドでございます。こちらは市有地と私用地、借地で利用している部分でございます。

こちらを簡単な区画線を張りまして、そちらで確実に止めれるような形で区画を整理する

という工事を行うものでございます。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 舗装するということでいいですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 相羽課長。 

○生涯学習課長（相羽敏明君） 舗装は考えておりません。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかに。 

 こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 253ページの一番下、青少年対策事業の一番上なんですけど、青少
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年問題協議会委員ってあるんですけど、これはどういった協議会なんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 相羽課長。 

○生涯学習課長（相羽敏明君） こちらは、青少年の指導や育成保護などに関する施策に

基づきまして、必要な調査、審議を行うというような会議でございます。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 メンバーは何人見えるんですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 相羽課長。 

○生涯学習課長（相羽敏明君） 定員は35名おるんですけれども、現在はほとんど活動し

ておりませんので、委嘱はしておりません。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかに。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 237ページの一番下のところの下から４つ目、消耗品費、あわせて…

…。237ページでいいです。消耗品費の1,800万の金額がありますけど、これはたしかデジ

タル教科書の購入で進めていたと思うんですけど、これ、まだまだ続くんでしょうか、そ

れともまた別のものを購入するんですかね。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） これは、各校に配分する教科用の消耗品の購入であった

り、指導者用の教科書等の費用でございます。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 今までデジタル教科書の購入で上がっていたんですけど、今回はそ

ういうことではなくて、通常でこれぐらいの金額、結構、デジタル教科書を購入する前と

比べると結構多いんですけど、通常の消耗品費ということでいいですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） 例えば241ページの中ほど、中学校教育振興事業につきま

しては223万5,000円上がっております。これ、デジタル教科書分を増やしております。一

方、237ページのところについては、昨年度よりも若干、46万9,000円ぐらい下がっておる

んですけれども、これはデジタル教科書というよりも、指導者用の教科書での実績に基づ

いた予算額というところでございます。 

 以上でございます。 
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○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかに。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 ということは、毎年これぐらい消耗品は今後かかってくると。中学

校のほうも、700万と800万ぐらいはかかるというふうに認識していいですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 秋永課長。 

○学校教育課長（秋永亘正君） そうですね。デジタル教科書の、どこまで買うかという

ところもあるんですけれども、そういった形で必要な分を購入する場合には増えていくと

いう状況でございます。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 水野図書館長。 

○図書館長（水野美樹君） 申し訳ございません、訂正をさせていただきます。 

 先ほどの、247ページ、図書館協議会委員の報酬何回分かという質問に対しまして、２回

分とお答えしましたが、３回分でした。申し訳ございませんでした。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 253ページの青少年対策事業、一番下なんですけど、消耗品費が180

万と多いと思うんですけど、どんなものを購入されるんですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 相羽課長。 

○生涯学習課長（相羽敏明君） こちらは、青少年健全育成に関する啓発品だとか、あと、

こちらのほうは、二十歳の会の記念品などを購入する際に使っております。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 その下の印刷製本はどんな本を作るんですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 相羽課長。 

○生涯学習課長（相羽敏明君） こちらのほうは、二十歳の会の案内状だとか式次第、あ

と、家庭教育学級の案内用のチラシでございます。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 これにて10款 教育費の質疑を終わります。 

 ここで理事者側の入替えのため、暫時休憩といたします。 
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午後１時３３分休憩 

 

午後１時３５分再開 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 休憩を解き、休憩前に引き続き会議を進めます。 

 続いて、11款 災害復旧費について説明を願います。 

 星子土木課長。 

○土木課長（星子恭士君） 11款 災害復旧費について御説明いたします。 

 予算書260、261ページをお開きください。 

 １項１目 農業土木災害復旧費は、農業土木災害復旧工事費として５万円を計上してお

ります。 

 次ページ、262、263ページをお開きください。 

 上段、２項１目 道路河川災害復旧費は、道路及び河川災害復旧工事費として５万円を

計上しております。 

 続きまして、歳入について御説明いたしますので、52、53ページをお開きください。 

 14款２項４目 農林水産業費国庫補助金として、事業費の３分の２、３万3,000円が補助

されるものです。 

 ５目 土木費国庫補助金として、事業費の３分の２、３万3,000円が補助されるもので

す。 

 以上で説明を終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 説明は終わりました。 

 11款 復旧費の質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手願います。 

（進行の声あり） 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） これにて11款 災害復旧費の質疑を終わります。 

 続いて、12款から14款までについて説明を願います。 

 浦財政課長。 

○財政課長（浦 倫彰君） 予算書262ページ、263ページの中段をお願いいたします。 

 12款 公債費です。公債費は、１目 元金と２目の利子から成り、元金で前年度より5,353

万6,000円の減額、利子は５万3,000円の増額となっております。 

 その下の13款 諸支出金は、基金への積立てでございます。財政調整基金積立事業392

万3,000円から、次のページの減債基金積立事業1,000円までは利子のみを計上しているも

のでございます。 
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 以上で説明を終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 説明は終わりました。 

 12款から14款までについて質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手願います。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 264、265の基金の森林環境譲与税の基金ですけれども、前年度は積

立てがあったんですけれども、今回ない。それで、たしか29ページか、750万の譲与税の入

があったと思うんですけど、これ、積立てがないということは全て使い切れるというふう

なんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 浦課長。 

○財政課長（浦 倫彰君） 御指摘のとおりです。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 使い道、750万の使い道はどのようになっていますか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 浦課長。 

○財政課長（浦 倫彰君） それでは、順に基金の充当予定の事業について説明をさせて

いただきます。 

 ３つの事業を予定しております。１つ目は、ハローウッドプロジェクト、従前どおりで

すね。新生児の方への木工製品のおもちゃでございます。２つ目は、田んぼダムに関連す

るもので充当予定でございます。３つ目は、小学校の消耗品の児童用の机や椅子での充当

を考えております。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかに。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 それぞれ幾らずつが当たっているかをお願いします。 

○財政課長（浦 倫彰君） 充当額の予定について説明をさせていただきます。 

 １点目のハローウッドプロジェクトが150万円、田んぼダムが30万円、残りの571万6,000

円が小学校の消耗品というところでございます。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございますか。 

 中堀委員。 
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○中堀りゅういち委員 262、263ページ、12款 公債費、１項１目、２目両方なんですが、

これは臨財債の分も入っているのか。入っているのであれば、割合をお願いいたします。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 浦課長。 

○財政課長（浦 倫彰君） 臨財債も含まれております。それぞれお答えをいたします。 

 元金で８億1,000万円、約８億1,000万円ですね。利子で約1,400万円となっております。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございますか。 

（進行の声あり） 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） これにて12款から14款までの質疑を終わります。 

 ここで、理事者側の説明者の入替えのため、暫時休憩といたします。 

午後１時４０分休憩 

 

午後１時４２分再開 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 休憩を解き、休憩前に引き続き会議を進めます。 

 一般会計の各款別の質疑が終了しましたので、総括的な質疑を行います。 

 質疑のある方は挙手願います。 

 三浦委員。 

○三浦桂司委員 予算書の17ページ、概要の２ページ、ちょっと分からない部分があるの

でちょっと教えていただきたいんですが、臨財債の折半ルールにもちょっと絡みますので。

一番下の市債の発行が７億2,780万円のうち、臨財債の発行可能額は4,000万と聞きました。

地方交付税、上のほうの地方交付税は、10款ですね、地方交付税が１億4,000万増えていま

す。地方交付税というのは、言うまでもなく、国から豊明市への仕送りのお金で、財政が

弱い、財政力指数が１以下の市区町村へ配付されるお金ですけれども、国は今まで財政難

で現金が不足しているので、標準財政規模の不足分相当額の半分を豊明市が起債してほし

いと、残りの半分を現金でもらうのが、そうすると、現金でもらって、起債した分は後年

に国が元利償還の面倒を見るというのがこの臨財債の制度で、半分が現金で半分が豊明市

が臨財債という形で市債を発行するという折半ルールというものがあったと思うんですけ

れども、国から限度額4,000万しか示されなかったというのは、発行、臨財債の発行を抑え

ることができるので大変ありがたいんですけれども、前年度も折半ではなくて大分違った

んですけれども、これは国の税収が上がったので地方交付税を現金で多く交付できる、制

度が緩和されたのか、また、折半ルールというのが撤廃というか、どういう状況になった

のか、ちょっと教えていただきたいと思いますが。 
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○予算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 浦財政課長。 

○財政課長（浦 倫彰君） その前に１点、ちょっと補足でございます。すみません。 

 先ほど森林環境譲与税の件で750万の内訳をお伝えしました。合計されると恐らく１

万6,000円多かったと思います。１万6,000円ですね。１万6,000円多いのは、譲与税の利子

分が当たっておりますので、計算が合っていないというところでございます。利子分も含

めて全額使い切る予定ということでございます。 

 その上で、今、すみません、三浦委員の質問にお答えをさせていただきます。 

 三浦委員御指摘のとおりで、国の制度そのものは変わっておりません。国の税収が好調

であることを理由に地方への現金での交付税が増えておりますので、臨時財政対策債が大

きく減少しております。その上で、折半ルールの対象になるような部分までの不足が生じ

ておりませんので、一部、ルール上、臨時財政対策債で措置すべきものがあることが理由

に4,000万円、今回満額発行をする形になっておりますので、臨時財政対策債については普

通交付税と一体不可分のものですので、満額発行が前提でありますので、このような予算

を組ませていただいているというところでございます。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 三浦委員。 

○三浦桂司委員 ちょっと確認なんですけれども、私、2017年のときに、地方交付税と臨

時財政対策債についてかなり一般質問をして、予算審議もしたんですけれども、このとき

も８億臨財債を発行しておりまして、言われた国の税収が上がっているので、地方交付税

の算定方法は変わっていなくても、地方交付税の中の現金の部分が多くなって、現金が多

くなるということは、地方交付税の中にある臨財債の発行可能額が下がって、その結果、

過去に発行した臨財債の償還、この部分が減少して、これ、残額が減っていくという理解

でいいですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 浦財政課長。 

○財政課長（浦 倫彰君） 今、御質問いただきましたことも基本的にはそのとおりでご

ざいまして、国が現金で交付税で払える分が増額をしておりますので、臨時財政対策債分

が減少しておりますし、その上で累積額も抑制をされて償還が進みますので、本市の臨時

財政対策債累積額及び国の累積額も減少しているというところでございます。事業債の合

計額も県内でトップレベルの低さにありますので、本市の起債運営は健全であるというこ

とを申し添えます。 
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 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 今の臨財債について、99ページ、財政運営でしっかりやられている

ということなんですけれども、今回、国が示している上限で4,000万円借りるということで

すが、かなり減ってはきているんですけれども、これ、4,000万を借りなければ、市の運営

は成り立たないんでしょうか。そういう財政状況なんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 浦課長。 

○財政課長（浦 倫彰君） 4,000万円につきましては、御質問の前提が少し違うかと思い

ますので訂正をさせていただきます。 

 4,000万円がなければ運営できないのかということではなくて、普通交付税で措置され

るべきものですので、4,000万円を辞退する理由は全くないということが結論でございま

す。現在の住民にとって必要な財源を断る選択を本市はしませんし、その財源をもって事

業運営を行っておりますので、金額の大小ではありませんということをお伝えします。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 先ほど元金の返済約８億ほどあったんですけれども、今、令和６年

度末の時点で現在高80億ぐらいですかね、かなと思うんですけれども、これ、返済の完了

というのは何年後ぐらいになるんですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 浦課長。 

○財政課長（浦 倫彰君） ちょっとすみません、今、資料をお持ちしておりませんので、

おおむね20年、仮に20年ですので、最新の……。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 浦課長。 

○財政課長（浦 倫彰君） 失礼しました。 

 20年で発行していきますので、基本的には今から20年後に終わっていくという形になり

ますが、いずれにいたしましても、国が元利を100％見るものになりますので、この残高を

もって本市の財政運営を語るべきではないということはお伝えしておきます。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 １点確認ですけど、これ、今、交付団体で地方交付税を交付されて

いますけれども、不交付団体になった場合は、これは返金されるんですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 浦課長。 
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○財政課長（浦 倫彰君） その御質問も、前提に制度の理解に対する若干不足があるか

と思いますので、御説明申し上げます。 

 臨時財政対策債が交付団体になったら、交付税を償還されないのではないかという前提

かと思いますので、そういうものではございません。交付団体になった場合は、臨時財政

対策債の元金を償還した場合であっても、標準的な財政運営ができるだけの財源がその自

治体に生じているということでございますので、返金をしてもらわなければ有利だとか、

いけないとかそういうことでは全くございませんので、お伝えさせていただきます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 続いて。 

○財政課長（浦 倫彰君） 不交付団体の場合ですね。今、不交付団体になっても本市が

損をするなんていうことは全くこの制度上はありませんし、国もそういう制度設計をして

おりますので、不交付団体になったら損をするということではありません。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかに。 

 ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 気候変動対策の観点から総括で質問させていただきます。 

 ２款のところで、ＬＥＤ事業の公共施設や道路照明のがあったんですけれども、今回、

それをやることによってのＣＯ２排出の削減も計算されているかと思うんですが、それは

市全体でどのぐらいを占めているんでしょうか。何％減できるという見込みで予算を立て

られたんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 伊藤経済建設部長。 

○経済建設部長（伊藤正弘君） ２款と８款でそのようなお話があってということでござ

います。数字はないわけではなくてという話を少しそのとき触れた記憶がありますので、

今改めて御質問がありましたのでお答えをさせていただこうと思います。 

 公共施設側で排出量の抑制量が、一般質問の中で320トンという話がありました。また、

私ども、８款のほうの道路照明のほうで排出抑制が180.57トンと申し上げていたので、合

計すると、このたびの事業で500.57トンという抑制が効くということになります。豊明市

の全体の分母はどんだけあるんだというお問いかけかと思うので、それが44万3,580トン

ございますので、抑制の率でいうと、豊明市全体の排出量に対しては0.1％の効果量があ

る、抑制効果があるという数字になります。 

 あと、エコアクションのこともおっしゃられたと思いますが、エコアクションは、豊明

市の行政の事業所としての部分ですけど、ここの排出量を分母とした場合で、このたびの
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抑制量を、こちらのほうは道路ではなく公共施設の分だけになりますので、公共施設管理

課の分ですけれども、320トンがどれぐらい豊明市役所の分母に寄与するかという計算を

すると、10％の抑制効果に貢献するということが手持ちとしてございましたので、この場

でお伝えします。 

 ただ、いろいろな事業の中で排出抑制がどれだけあるんだという話は今後もあり得ると

思うんですけど、恐らく予算質疑の中でお問いかけいただいても、どの課もちょっと対応

しかねると思いますので、排出抑制のトンではなく円のほうの議論でお願いしたいと思い

ます。 

 円というのは、予算の審議なので円でお願いしたいなと思ったということでございます。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 資料ナンバー３の③で、基金の充当先のことについてですけれども、

福祉基金の繰入れで、特に心身障がい児者の扶助事業と介護保険の特会事業、あと、福祉

医療事業、後期高齢者医療事業で、これ、全部5,000万ずつ当たっているんですけれども、

具体的にこの事業の中のどういったものに充てられているのかということと、今回の財政

運営がこういった福祉基金を取り崩さないと運営できないような、そういう財政状況なん

でしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 浦課長。 

○財政課長（浦 倫彰君） 今は、内容等、その運営という趣旨になるという御質問でよ

ろしいでしょうか。 

 まず、福祉基金について御説明申し上げます。 

 今回、資料要求のところに5,000万ずつ、４事業書いている部分のことかと思いますが、

この点につきましては、まさにこの事業の一般財源に充当するところでございますので、

基金の充当の理由に沿って、この事業の一般財源全体に5,000万ずつ充てさせていただく

というものでございます。 

 このたび、このようなことをしないと運営ができないのかということではございません

で、こういった全国的にも扶助費が増加していく、本市も増加していくということに備え

て、この基金を用意して積み増しをしてきたわけでありますので、今回は5,000万掛ける４

事業の２億円を使って運営をするという判断をさせていただいたものでございます。 

 終わります。 
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○予算特別委員長（毛受明宏議員） 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 この心身障がい児者扶助事業の中でもいろんな費用があると思うん

ですね。それの中で、どういったものが特に上がっていて、そういったことに対応すると

いうことなのか、それとも全体的に満遍なくちりばめるというか、そういうようなイメー

ジなのかどうなのかというところはどうですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 浦課長。 

○財政課長（浦 倫彰君） もちろん扶助費は様々な局面で上昇しておりますので、障が

い児者の医療の関係ですとか、高齢者の方の介護医療費なども全て基本的には増額傾向で

ございます。 

 本市といたしましては、そういった扶助費の増加についても、特定の世代や所属に偏っ

て何かを予算編成をするのではなくて、必要な方、誰一人取り残すことのない運営を行っ

ていくという姿勢の下、今回の４事業にそれぞれ充当しているというものでございます。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 どこか特定のところがあるのかなと思ったけど、そうではないとい

うことなんですね。ちょっとなかなか説明が分かりにくかったんですけど。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 浦課長。 

○財政課長（浦 倫彰君） この４事業に充てるというところでございますので、それ以

上のものはございませんが、だからといって基金のルールにのっとっていないわけでもあ

りませんし、適切に基金のルールにのっとってこの事業に充当させていただいているとい

う形で、扶助費の増加に対応しているものでございます。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 そうすると、今後もこういうふうな形で、こうやって基金を取り崩

して、こういった事業の増加に充てていく考えなのかどうかということと、それとあと、

これ見ますと、一般財源のほうはほとんど変わっていないんですよね。むしろちょっと下

がっている事業もあるんですけれども、そういうふうで基金を充てているのかということ

と、一般財源のほうは、恐らく地方消費税の交付金も充当されるかと思うんですけれども、

それはどれぐらい、地方消費税交付金がどれぐらい充当されているかというのはつかんで

いますか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 浦課長。 
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○財政課長（浦 倫彰君） まず、基金の今後のことについてお伝えをいたします。 

 基金の今後につきましては、常に基金を充当する事業と全体のほかの投資的な事業との

兼ね合いでありますので、以前にもお配りした基金方針にのっとって充当は行っていきま

すが、それぞれの年度においては、その基金の目的と投資的事業をどの程度実施する必要

があるかによって決まってまいりますので、一概にお答えできるものではございません。 

 次に、２点目の地方消費税交付金のことでございますが、地方消費税交付金の充当表に

ついては、５ページに皆様にお示しをさせていただいておるところでございますが、この

５ページの下段というか、５ページの中の財源内訳のその他というのが右から３列目のと

ころにあるかと思います。この中で充当は整理をしておりますので、それを除いてもなお

一般財源は52億弱あって、８億5,200万円ほどを消費税交付金で充当させて、概要の５ペー

ジですね、すいません。概要の５ページの下段でございますが、今言ったとおり、右側か

ら３つ目の列のその他のところで基金の充当は整理をしておりまして、それを除いてもな

お一般財源は52億弱あって、そのうち、地方消費税交付金を充当すべき、22分の12を充当

したものが一番右側に書いてあるということでございます。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 入札の全般のことで令和６年度のことで確かめておきたいんです

が、いろんな物品だとか事務事業を執行していく中で、毎回決算のときに指摘させていた

だいているんですけれども、そういった競争性がより働くような、そういった仕組みに抜

本的な見直しというのはされるという考えでの令和６年度に取り組まれる予算になってい

るでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 小串行政経営部長。 

○行政経営部長（小串真美君） ６年度に向けての取組ということなんですけれども、ま

ず具体的に１つは、物品においても電子入札のほうを導入していきたいと考えています。 

 それから、工事のほう、このたび変更契約等の漏れというかエラーもありましたので、

そこら辺、私どもの内部の事務を引き締めてやっていくということはもちろんやっていき

ます。 

 それから、全体的に文書管理電子決裁システムが動きますので、電子でいろんなことが

共有できる、合議等もある程度やっていけますので、そういった点で見落としがないよう

に進めていきたいと思っています。 

 競争性につきましては、これまでもそうなんですけれども、例えば指名審査委員会で指
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定の事業者数に加えて、より競争性が働くような問いかけをしたり、あるいは形骸化して

いるような、毎回同じようなメンバーに、なかなか業種によっては難しいんですけれども、

それでもその中に新規参入事業者がもしいれば、それをしっかり探し出してきて加えるこ

とで、より競争性を高めていきたいということは、これまでどおり取り組んでいきたいと

思います。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 27ページ、都市計画税についてです。 

 昨日、土木費のほうでも話は出ましたけれども、今回の令和６年度ではどのような事業

に充てる予定かということと、昨日、特定の地域の事業に充てるという議論等がおかしい

というような、適切じゃないんじゃないかという話がありましたけれども、調整区域の事

業に充てていくということは、市は適切だというふうに考えているんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 浦課長。 

○財政課長（浦 倫彰君） 昨日の堀内委員からの御質問にお答えをした際に私が説明を

したのは、調整区域云々ということではありませんので、改めてここは念押しをさせてい

ただきます。私がお伝えをさせていただきましたのは、区画整理事業に充当するというこ

とは全く問題ないということでございますし、あたかも、都市計画税は自分の地域の目の

前の、例えば公園や道路を改修してもらうために納めているんだということであれば、そ

れは堀内委員が御指摘のように、そういう制度ではございませんので、それはまさに委員

のおっしゃるとおりですということをお伝えをさせていただいたものでございますので、

今後も市街地整備の区画整理事業などについて、豊明市全体のまちの魅力を高めるために

財源を活用してまいりたいというふうに考えております。 

 重ねて申しますと、基本的に都市計画税については決算で具体的な事業をお示しをさせ

ていただいておりますので、８款の都市計画事業や公債費の中に本市の都市計画事業は十

分に含まれておりますので、予算のところではお示しをさせていただいていないという状

況でございます。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 伊藤部長。 

○経済建設部長（伊藤正弘君） 都市計画税は関連でございますが、私どもがその充当、

一般財源なんですね、都市計画税。ただし、目的税であるということで充当する。その充

当先が調整区域に充当していいのかというのは誤解、誤認になるので、あくまでも都市計
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画法に基づいて行う都市計画事業、または土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事

業に要する費用に充てると法律になっていますので、法律を守る責務がありますので、そ

の事業に充てるということに尽きます。 

 それと、今、財政課長説明したとおりで、決算で充当表などでお示しをしておりますの

で、決算額のほうでそういった充当表で説明をさせていただいておるということでありま

すので、この予算のほうで都計税が構えていて、７億以上、それがどの予算に当たってお

るかという話はここでは触れていないというのも、かつてからずっとそういうふうにして

います。 

 なぜ決算なのかと申し上げれば、決算のほうは充当した各事業の決算額でございますの

で、頂いた最終的な歳入の都市計画税の決算額と税が余るようなことがあっては納税者に

対して申し訳ないということになります。お返ししないといけないような事態になります

ので、不足していますよと、事業のほうが大きいですよということをお示しするには決算

でしかお示しできません。今、御議論いただいているこの予算という世界では、あくまで

歳出のほうは予定をしている上限額であって、歳入のほうは予定をする下限額でしかあり

ませんので、その中でどれにどれが都計税が当たっておるんだという議論は少しナンセン

スかなということに、当然のごとく、予算と決算は違いますから、そういうことになると

いうのが財政課長が少し触れた話かなと今思いながら聞いておりました。 

 いうことでございますので、この都計税幾らというのはいろいろな積算から見込んでい

るということでありますので、それがどの事業にどう当たっておるかというのは、決算で

お示しした充当表を見ていただければ、予算のほうは細節でざっと全部説明しているので、

御自分で見ていただくと分かるようになっておりますので、それはそういう理解をいただ

きたいというふうに思っております。歳出担当としてはそういう思いでおります。 

 委員長にお許しをいただければ、反問をさせていただきたいと思っておりますが、いか

がでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ただいま伊藤経済建設部長より反問の申出がありま

した。 

 それでは、伊藤部長、反問を願います。 

○経済建設部長（伊藤正弘君） お許しをいただきましたので、議論を整理するといいま

しょうか、当初予算の場面ですので、非常に重要な場面だというふうに私たち臨んでおり

ますので、そういう形で進めさせていただければというふうに思っております。 

 反問権をなぜ行使するのかという意図でございますが、ここ、総括質疑の場ということ

もございまして、我々としては、その膨大な準備をして、市民の皆さんへの説明責任を果
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たそうと思って、誠実に質疑に臨んでいるつもりであります。 

 ですが、林委員の会派では、質疑を尽くして疑問が解消しているにもかかわらず、その

質疑の過程を一切無視して討論をなさったり、そういうことがこれまで続いておりました。

さらに言えば、その代わりに質疑とは全く関係のない空想のような持論を並べて展開して

いるということがこれまでありました。 

 質疑議論が成り立たないということは、この質疑が成り立たないということは、この議

論の場に対する挑戦的な行為に私たちから、職員からすると見えます。それは民主主義に

対する否定につながるのではないかという危惧すら我々職員の側では実は持っておりま

す。そういう受止めをしながら今日も臨んできたわけなんですけれども、根拠のない、そ

ういう主観的な論評の類いのようなことで市民の方に不誠実な情報をお示しするというの

は、非常に市民の方々が、引っ張られる方々、扇動になってしまうんじゃないかという懸

念すら持つんですけれども、そういった議論をちょっと再度再構成していただきたいとい

うふうに、そういう強い思いをこの一連の３月議会の初めの頃から我々は抱いております

ので、勝手ながら、私が今勝手にやり始めておりますが、お許しいただければと思ってお

ります。そういう意図でございます。 

 質問のことですが、単刀直入にお伺いをします。 

 今回の委員会質疑で、私どもが担当している８款、ここには重要な予算が置いてありま

す。この重要な予算が置いてあるにもかかわらず、一切質問をいただけないという箇所が

ございました。 

 それは何かと申し上げると、間米南部土地区画整理事業の補助金７億5,000万円という

大きな数字でございます。なぜ質問をされなかったのでしょうか。そのことをお伺いした

いというふうに思っております。こんどうのぶお委員からは資料要求も受けておりまして、

７億5,000万円の充当のありようを示せという内容でございましたので、私としては、７

億5,000万円以外の二十数億全体像を分かるようにしろということで担当課長と相談して、

そういう形で私も指示し、課長もこれでいいですかということで資料も用意してお示しし

ましたが、何も触れることはなかったという現実があります。それは御自由なことなので、

私どもがとやかく言うような立ち位置、立場に我々はないんですけれども、これまでの先

ほどの経緯を振り返ると、質疑を無視するということじゃなくて、今後は質疑もせずに持

論だけで意思表明をするということになるのかなというふうに我々も学習しておりますの

で、思えてまいります。ということで、そうなるともう独り言なので、独り言には私たち

議論に臨む役割なのでお付き合いができなくなってしまうということです。なので、市民

の皆さんが納得のいく説明を主観的ではなく根拠のある形でお願いしたいというふうに思
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います。なぜ質疑をされなかったのかということが問いです。お願いします。林委員。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 林委員ですね。 

 林委員、お願いします。 

○林 ゆきひろ委員 なぜ間米南部のことを質問しなかったのかということなんですけれ

ども、質問、幾つかしようとは思っていました。思っていましたけど、たくさん土木費あ

って、ちょっと夕方に差し迫っているところもあって、ちょっとほかの事業とかもたくさ

ん聞かないといけないところもあったので、そっちのほうを優先して質問していたという

ところであります。一応、その資料も請求して説明もいただきましたし、代表質問のとき

でもいろいろとやり取りさせていただいているかと思いますので、その辺りで、今回の区

画整理の補助金は、一定はこういうことなんだということは自分の中では理解しておりま

す。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁は終わりました。 

 こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 すいません、これ、資料をもらったんですけど、昨日の朝にもら

って、見る時間もありません。できません。無理です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 伊藤部長。 

○経済建設部長（伊藤正弘君） 今、非常に白旗の発言がありましたから、市民の皆さん

が非常に残念がるだろうなと思います。 

 それは置いておいて、そんなことは大した話ではないので置いておきますが、そういう

御発言なので、林委員のほうは質疑すべきことがたくさんあったということなので、７

億5,000万円は優先順位が低いということの表明だと。これはあたかもではなく事実とし

て、御自身がおっしゃったので、間米南部の７億5,000万円は優先順位が低い、質問をでき

なかった、夕方が近かったということなので、反対の要因にはなさらないように、なさら

ないだろうなというふうには思います。 

 それと、過去の。 

 よろしいでしょうか、続けて。いいですか。 

 過去の討論を引用して討論するという、ちょっと摩訶不思議な手法がちょっと散見され

ておりまして、主観的なもの、そういった討論をあたかも事実であったかのごとく討論を

引用する討論みたいなことが、このたび、いろいろ見受けられたりしておりまして、ロジ

ックのマネーロンダリングみたいな感じが私としては受け止めたんですけど、過去の討論

を引用してということで、実は昨年６月の肉づけ予算、６月の、令和５年度の肉づけ予算

である補正予算で、今回の７億5,000万円、６年度の当初にあるこの７億5,000万円、１回
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も質問を受けていませんが、これを含んだ債務負担行為を、それを理由に否定されており

ます。優先順位が低いんですけど、今となっては。されております。債務負担行為に含ま

れる補助金が今後続いていく限り、過去の討論を引用して、そのときの予算をもろとも否

決するという行動を取るということが、補正予算をもろとも否定しておりますので、そう

いう理解ができます。 

 つまりは、このたび質問をしなかったということはそういうことなんだなというふうに

我々職員としては広く理解をしておりますので、ただ、それではやっぱり市民の皆さんに

申し訳が立ちませんので、一旦否定した主要な理由であった債務負担行為を、次の年には

一切質問をしなくてできなかったと、資料も見れなかったということでございますので、

非常にため息が出るなと率直に思います。 

 ですので、そういったことが容易に、そういう滑稽な戦術が透けて見えるもんですから、

この当初予算の否定の仕方に。私のほうも過去の討論を引用させていただいて、そこに根

拠があるかないかを市民の皆さんの前に明らかにさせていただきたいと思いますので、も

う少しだけ続けさせていただきたい。 

 よろしいでしょうか。 

 ということでございます。 

 では、次の質問なんですが、令和５年６月の補正予算、先ほど今触れました。これを覚

えているか覚えていないかを林委員に確認したいと思います。覚えておられますでしょう

か。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 ちょっと正確には今言えないですけど、おおよそどういうことかと

いうのは何となくは覚えています。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 林委員だけでいいですか。 

○経済建設部長（伊藤正弘君） 会派を代表しての討論ですので、こんどうのぶお委員に

もお聞きしたいです。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） それでは、伊藤部長。 

○経済建設部長（伊藤正弘君） 会派を代表しての討論でしたので、会派構成員の方には

確認をさせていただきます。順で結構ですので、覚えているか覚えていないかは教えてい

ただきたいです。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 構成員のほうですね。 

○経済建設部長（伊藤正弘君） お二人。 
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○予算特別委員長（毛受明宏議員） どちらから。 

 こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 何を、ちょっとどういうこと、どういうことですか。覚えていな

い。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 浅井たかお委員。 

○浅井たかお委員 正直言って覚えていません。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 覚えていない。 

○こんどうのぶお委員 覚えていません。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 伊藤部長。 

○経済建設部長（伊藤正弘君） 覚えておられないということでございます。 

 この討論はこんどうのぶお議員がやられました。覚えていないとおっしゃいますので、

これまたため息が出るんですけれども。ということは、覚えておられないので、林委員だ

けがおおむね覚えておられるという、そういう状況だということも今理解できました。で

すので、忘れてしまったのか、初めから討論の構築に参加できていないのかよく分かりま

せんが、そういうことなんだなというふうに思います。 

 それでは、先ほど申し上げたとおり、過去の討論を私どもも引用させていただきながら、

その論拠について確認をさせていただきたい。 

 覚えておられるのが林委員しかおられませんので、この会派は、林委員に対して質問を

順にさせていただきます。 

 その討論は、冒頭で、この補正予算を反対すると。反対の理由は、間米南部土地区画整

理事業への補助金ですと。まずスタートしておられるのが、こんどうのぶお議員の発言。

これは一般財源都市計画税を充当するということです。都市計画税は云々と始まります。

都市計画税を充当するという話、先ほど冒頭で質疑の中で私も触れました。これを理由に

挙げております。これは国が法律で、先ほど私説明したとおり、法律で規定しています。

この法を否定する理由は何でしょうか。お願いします。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 私も、区画整理事業に充当できるということは十分分かっています。

なので、この都市計画税を間米の区画整理に充当することが違法だということは一切思っ

てはおりません。法的には認められております。 

 ただ、実際払った人がもともと既存の市街化区域に住んでいる方ですので、そういった

方が新たに区画整理をするところに、全てそちらのほうに充当してしまうことを果たして

納得するだろうかと、そういう論点で私はいつも申し上げているつもりです。 
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○予算特別委員長（毛受明宏議員） 伊藤部長。 

○経済建設部長（伊藤正弘君） 今おっしゃられた解釈だということで、法を否定するの

はなぜかという質問への回答にはなっていませんが、思いとしてはそうなんだろうなとい

うふうには思います。それはなぜかというと、この討論の中でも今のようなお話がされて

おります。都市計画税を払った市街化区域の住民は納得がいきませんというふうにこんど

うのぶお議員が述べておられます。これは先ほど財政課長が説明しましたよね。税の基本

的な話ですので、俺ん家の前のどぶだけ直せ、俺が払った分だけは全部俺に還元しろとい

うふうに日本国の税制はなっておりませんので、先ほど説明したのにまたおっしゃられる

なと思って、不思議だなと思って聞いていたんですけど、そういうものじゃないです。 

 だから、国が法で定めたものをなぜ否定するんですかというのはそういう意味で申し上

げておりますので、その思いの話ではありません。根拠も述べておられません。なぜそう

なるのかという根拠じゃなくて、それはそう思う、納得がいかないのではないかというあ

たかも論法でございますので、それは民主主義の根底にある税制を、税の公平、あと、税

は自分のために使うんじゃないという、そういう国の根幹の仕組みを否定しておられるの

で、この小さな豊明市を独立させようと思っておられるのか、国家を転覆させようと思っ

ておられるのかという、こんなことまで言っちゃいけない、そういう大きなスケールの話

に我々はついていけないもんですから、６万8,000人のまちの話をしたいと思っておりま

す。 

 ということなので、これについても根拠がないということでよろしいでしょうかね。 

 続いてですが、既存の市街化区域の道路、下水、公園、こういった整備に活用すべきで

ありますと。そういったところにはなかなか活用されておらず、今回の市街地区域の云々

というふうになっております。活用されておらずの根拠をお願いします。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 まだまだ既存の市街化区域の中には、狭隘道路だったりとか、公園

がほとんどないような、そういったところがたくさんあります。そういったところの充当、

そういった事業がまだまだ不足しているにもかかわらず、そういった区画整理のところに

充てるのはどうかということで申し上げております。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 終わりですか。 

 伊藤部長。 

○経済建設部長（伊藤正弘君） 今のコメントもかねてからお聞きはしていることではあ

りますが、根拠ではないなということの繰り返しなんだろうというふうに今理解をしまし
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た。 

 活用されていないというのは、当初、単年度の予算で、狭隘道路とか、公園の不足ぎみ

なエリアの方々に対して、当該年度で全部解消しようと思えば、それは解消するかもしれ

ません。だけど、ほかのことが一切やれないじゃないですか、そんなこと。だから、優先

順位をつけながらやっているんです。 

 ただ、現実に申し上げれば、決算の中で、充当表があるというふうにも先ほど質疑の中

で私触れましたけど、そこでお示ししているのが、区画整理に当たっているのは、区画整

理と駐車場関連事業ということなんですけど、33％なんです。33％なんです。66％、67％

はそれ以外の街路であったり、公園であったり、下水道であったり、そういうところに当

たっているのです。だから、単年度においても、先ほどのようなのは、それこそまたあた

かも論法でして、実際に単年度でも３割を区画整理、３割以内で区画整理のほうに行って

おるわけで、それも事実じゃないんですね。それはよろしいでしょうかね、林委員。そう

いうことで。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 33％っていつのですか。今年度、５年度のことですか。令和６年度

のことですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 伊藤部長、もう一度。 

○経済建設部長（伊藤正弘君） 直近の決算ということでございます。 

○林 ゆきひろ委員 令和４年度ということで、５年度。決算なので４年度ですよね。４

年度、まだまだ間米南部は始まっていないと思うんですけど、だから、まだまだ充当もほ

とんどされていないような状況ですので、その時点で33％ということは、間米南部、これ

からどんどん増えていくともっと増えるんじゃないかということで申し上げているんです

けど。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 伊藤部長。 

○経済建設部長（伊藤正弘君） 当然、補助金が一時的に増えたりとか、そういうことは

ありますので、この構成比はそれぞれ変動が年度ごとに起きていきます。あと、償還に動

いていくときもありますので、そういうことはあると思います。 

 ただ、それはあくまでそうで、今現状言っておられる、論拠はないですかと申し上げて

いることにおいては、言っておられることは納得がいかないだろうとか、まだまだ狭隘道

路があるだろうとか、そういうことを言っておられるので、言っておられる時点としては

充当していますよという話を付け加えたにすぎないということでございます。今の逆の問
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いかけにはそういう答えを持っております。 

 続いて、討論の引用をさせていただくと、立地適正化計画では国からの補助もあるとい

うことだが、こういった補助を活用することで、既存の市街地を整備する際に活用すべき

補助が取れなくなる可能性がある。これの根拠をお願いします。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 今、立地適正化計画で間米南部を中心に補助を取っていると思うん

ですけれども、それがそこにほとんど補助が充てられるようになるかと思うんですけれど

も、それ以外の既存の市街化区域、そういった整備に対して、なかなか豊明だけに補助が

たくさん出ることもないんじゃないのかなと。基本的には、やはりそこのほうに補助が出

るので、周りのところはなかなか取れなくなるんじゃないかというところで申し上げてお

ります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 伊藤部長。 

○経済建設部長（伊藤正弘君） じゃないかなということなので、これもあたかも論法で

あって、根拠を１つもおっしゃられないということが市民の前で明らかになったというふ

うに私は少なくとも理解、多くの職員も理解すると思います。今のでは根拠になっており

ません。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 じゃ、逆にちょっとお聞きしたいんですけれども、間米南部にこれ

だけ補助が下りていた中で、ほかの既存の市街化区域にも補助が出るという根拠はあるん

ですか、逆に。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 今……。 

○林 ゆきひろ委員 できないんですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） はい。 

○林 ゆきひろ委員 質問できない。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 逆ができないんですよ。 

 伊藤部長。 

○経済建設部長（伊藤正弘君） できなくなる根拠がないということを御指摘している。

根拠が、できなくなるという可能性があるって言い切っておられるので、その根拠は何で

すかという質問をしているにすぎません。それに答えがないということを……。 

（できる根拠もないじゃんの声あり） 

○経済建設部長（伊藤正弘君） できるという根拠はありますし、現に令和６年度当初予
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算、国庫10億増やしていますよね。ということです。 

 続きまして、すいません、ちょっと長くなってきてしまいました。引用する過去の討論

ですけれども、補助金が取れなくなる可能性があると、今のようなことを述べた後に、さ

らにということで、用地の積算においても、市街地編入後の金額で積算をしておりという

ふうに疑義を述べておられます。これの根拠もお願いします。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 ちょっとそれは、今ちょっと手元に資料がないので、ちょっと述べ

られません。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 伊藤部長。 

○経済建設部長（伊藤正弘君） 分かりました。 

 これ、今までのその頃のやり取りからして、どういうことでこれを述べておられるのか

なということなんですけれども、調整区域が市街化区域になるということで、地権者がも

うかるというような論理展開が以前からありました。そのことをここで位置づけておられ

るんだろうということかと思っています。 

 ただ、そこもあたかも論法がずっとありまして、例えばですけれども、調整区域が区画

整理、法律に基づいて、先ほどの冒頭の区画整理が行われます。そのときに、仮に調整区

域で100万円の価値があった、土地があったと仮に仮定すると、それをＡ地点とすると、ま

ず市街化になると、Ｂ地点、市街化がＢ地点なくなると、100万円だった土地が400万円に

おおむねなる。その400万円は、Ｂ地点からＣ地点になって区画整理が行われることで1,000

万円ぐらいの資産価値に上がっていきます。これがＣ地点。それで1,000万円ぐらいになっ

たものが、Ｄ地点で減歩が行われて、57％、間米ですと、減歩が行われて半減します。こ

こで公共用地が出てきます。皆様の御協力と御理解によって、その後の市全体のまちづく

りに寄与する公共用地が出てきますし、下流域に寄与する調整池が、私申し述べましたが、

下流域にまでちゃんと影響を及ぼすように設計がされておりますので、余裕を持たせてい

ますので、毛受議員の一般質問でもお答えしましたけれども、代表質問でも、そういうこ

とでございますので、そういうところがあって、結果的にＡ地点であった100万円はＤ地点

では500万になっておりますが、この比較なんですけれども、もともと本当に比較するべ

き、立てつけ、ルールの中で比較すべきはＢ地点とＤ地点で、400万円が500万円になった

というのが正しい比較でございまして、そうすると増進率は1.1ということになり、結果100

万円の増なんですね。損をしていただいているわけです、むしろ。なので、このことをあ

たかも地権者がもうかるもうかるというのを繰り返し言うのは、地権者に対して非常に名
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誉に関わることを言っておられて、心配をしております。 

 いうことですので、この討論をまた今回も引用されると非常に危ないんじゃないかなと

いうか心配をしております。いうことです。 

 今までのあたかも論法を聞いていると、最初の100万円がＣ地点の1,000万円になるとい

うことを強調しておられて、もうかるもうかると。全然、本当にあたかも論法なので、非

常にちょっと市民の方々が、理解が、誤解がというか、地権者に対してもそうですしね。

ほかの市民の地権者に対しての理解もおかしなことになり、市民を分断するようなことに

なりますので、そういう意味でも非常に心配をしております。そういうことです。 

 続いては、今回もいろいろこの議会で出てきましたが、これだけ多くの税金を投入する

のであれば云々ということで、水害対策をもっとしっかりすべきだと言っていただいてお

ります。人生において最大の買物は住宅ですと。百年に一度のハザードマップに３メート

ルの浸水が記載されていますということで言っておられます。ハザードマップに３メート

ルの浸水が記載されておりますという、この３メートルとした根拠をお示しください。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 ちょっと今、資料を持っていないんですけど、ハザードマップのと

ころに、３メートル、何メートルから何メートルみたいな書いてあるその色塗りのところ

に、最大で３メートルの浸水のところだったというふうに思っているので、それでそれを

引用して多分発言したんじゃないかなと思います。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 伊藤部長。 

○経済建設部長（伊藤正弘君） この３メートルの根拠はハザードマップだというふうに、

今、御回答いただきました。確かにハザードマップに浸水深の凡例がついていまして、そ

こに５レベルの凡例があります。最初が0.2から0.5未満、次が0.5から１メートル未満、そ

の次、３番目が１から３メートル未満とあります。１から３メートルという凡例の中で、

この討論を引用する３という数字が、１から３を３というふうに採用する、そこには何か

意図があるんでしょうかというふうに、今あんまり覚えていませんということなので、思

わざるを得ないです。１から３なら１から３じゃないですかと。何でわざわざ高いほうを

するんですかということなんです。１から３のうち３を採用するということは、３メート

ルの浸水が予想されるというふうに理解なさったんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 １から３メートルって書いてあるところなんですよね。だったら３

メートルの可能性もあるということなんじゃないですか。だから、その色で塗ってあるん
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じゃないんですかね。そういうふうに認識していますけど。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 伊藤部長。 

○経済建設部長（伊藤正弘君） 道路高から、ここは田んぼですので現況、道路高から田

んぼまで３メートル深く掘り下がっている田んぼはないです。せいぜい１メートル未満の

高さに田んぼがありますので、そんな深い田んぼないですよね。だから、３メートルって

わざわざ言うと、２メートル上に出っ張った水がこう通るのかという話になりますので、

あり得ないかなと。だから、これ聞いた瞬間におかしいという話なんですよね、この討論。

と思います。 

（何で当局側だけ許されるんだ。どんな運営しとるんだ委員長はの声あり） 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 終わりました、今。 

（委員がやるときにはいっぱい質問できないと言っておいて、当局側だけの声あり） 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 静粛にお願いします。 

 伊藤部長。 

○経済建設部長（伊藤正弘君） ということです。 

 そのことに続いて、３メートルの浸水が懸念されるというような形になっているのに続

いて、先ほど申し上げた、30年に１度しか耐えられない都市づくりをしている、下流域ま

で被害が及ぶ設計だというふうにおっしゃっていますが、このことはもう既に今回の議会

で明らかに説明をさせていただいておるとおりでございますので、そのことについても重

ねてお問いかけはしませんけれども、そういうことかなというふうに思っています。 

 最後に、この討論の中で、これらの指摘した事項に関する予算を精査修正の上、改めて

再提案しろというふうに申し述べて討論を締めておられますが、今、るる述べてきたこと

に１つも根拠がないことを述べられて、当局側として、それを撤回したり、再提案すると

いうことはこれもあり得ないので、できもしないことを最後に締めておられるということ

も、どういう論拠でそういうことをなさっているのか。なぜなら、制度上は、予算を修正

して再提案できる権利が議員の方々にあるので、我々には、市民にうそをついてまで再提

案なんかできるはずもないのに、できもしないことを言って締めておられるのはなぜです

か。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 林委員。 

（話を聞いておらん。関係あるんか、これの声あり） 

（傍聴者は予算委員会を聞きに来ておるんだぞの声あり） 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 静粛にお願いします。 

 林委員。 
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○林 ゆきひろ委員 最後にどういう発言でそういうふうになったのかはちょっと覚えて

いませんけれども、すぐに、なかなかたくさんの予算にまたがっていて修正ができなかっ

たのかなというふうに思いますけれども、そういうふうな認識です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 伊藤部長。 

○経済建設部長（伊藤正弘君） 今の私の質問にはちょっと答えになっていなくて、忙し

いからできなかったとか、そういうことをお伺いしたかったわけじゃなくて、できもしな

いロジックのことを当局側に言われても、そもそも再提案する権限が、権利がございます

ので、この理由で配慮したものが本来あるべき予算なんだとおっしゃるのであれば、そう

いう予算を再提案すべきなのは議会の側であり、我々当局側ではないので、そういうでき

もしないロジックで締めることも、聞いていてその瞬間にはてながすごい数出てくるとい

うようなことでございましたので、そういうふうにぜひともお願いしたいなというふうに

思っております。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） まだ続きますか。 

○経済建設部長（伊藤正弘君） いえ、これで終わりにします。ありがとうございました。

失礼しました。 

 それでは、伊藤部長の反問権を終了いたします。 

 総括質疑についてですが、あります。 

 郷右近委員。 

○郷右近 修委員 今の話から言っていいか。せっかく今のやり取りがあったので、以前

ちょっとお話をさせていただいたことをここで拾ってみようかなと思うんですけど。 

 税の執行でいうと、既存の市街地から得られる税金、そういったものであっても、それ

を活用して新たな市街地をつくったり、時代的に流れがある中で、様々な活用の仕方はあ

るんだろうというようなお話を立ち話でさせていただいたことがありました。逆にそれで

整備された新しい市街地を今度もたらす資源を使って従来の市街地を再整備していくよう

な時代が訪れたりと、波がありながら時代的に進むような、そういう発想の行政上の意識

を基にこういう予算執行とか計画もつくったりするような話なんですかねというようなこ

とを話したことがあったかと思うんですけど、少し前に。何かそういう点では、今の話は、

今ある時点での姿という、そういうことなんでしょうかね。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 今の話というところが多分飛んでいると思うんです

よ、会議録が。 

○郷右近 修委員 失礼しました。今の都市計画の予算やその認識に対する御議論があっ

たので、自分が以前、ちょっとそれに関わることを少しお話ししたことがありましたが。 
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○予算特別委員長（毛受明宏議員） 浦課長。 

○財政課長（浦 倫彰君） まさに御指摘のとおりでございます。都市計画税だけで矮小

化して議論をするのではなくて、そこから得られた成果や受益をもって、豊明市全体で財

政運営を行っておりますので、今後も都市計画税については、区画整理事業などの市街地

の整備も含めた都市基盤整備に充当していくとともに、８款の土木費の事業も含めた形で

都市計画や土木に関する各事業を行って、住み続けたいまちの事業を行っていく予定でご

ざいます。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 近藤ひろひで委員。 

○近藤ひろひで委員 すいません、この議論の雰囲気の中で本当に幼稚な質問をするので、

御容赦ください。 

 予算というのは、あくまでも、いわゆるマックスの数字が入っていて、そこから入札だ

ったり執行残とかが生まれてくる。特に、僕自身の単純な頭で分かりやすいのは光熱費ね。

光熱費もここに計上されている。これも万が一足らなくなれば補正が出てくると。余れば

３月の補正でマイナスで出てくるということだと思うんですね。自分の感想を述べてちゃ

いけないので、質問にしなきゃいけないので質問します。 

 光熱費はどの段階の単価、おおむね、９月、10月ぐらいから予算組みすると思うんです

ね。一番大きいのは電気代かと思うので、施設でいうとね。ガソリンは部署によって違い

ますけど。全館通して光熱費の判断の材料等はどの辺で計算をされているんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 浦課長。 

○財政課長（浦 倫彰君） あくまでもちょっと一般的な回答になりますが、予算編成を

行っている秋口で分かる最新の単価を使いつつ、実績を見通しながら、各職員が工夫して

積算をしているものでございます。 

 終わります。 

（ですから、ということは、今日のこの今の段階の予算のところでの声あり） 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 指名してからにしてください。 

（指名してくださいの声あり） 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 近藤ひろひで委員。 

○近藤ひろひで委員 ということは、９月、10月、秋口のいろんな諸事情を予算に加味さ

れているので、ここでは本当に、実際びちっとしたもんじゃないのは当然知っていますけ

れど、もう既にここまででも流動的な要素がたくさん含まれている予算書だという解釈で
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よろしいですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 浦課長。 

○財政課長（浦 倫彰君） 御指摘のとおりでございます。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 清水委員。 

○清水義昭委員 総括なのかどうか分かりませんけれども、重層支援センターのことで、

各課にまたがりますのでここでお聞きしたいんですけれども、資料ナンバー３の１を見さ

せていただいて、各課別の職員数というのがあるんですが、質疑の中で、たしか兼務辞令

を出すとかというようなお話があったかと思うんですが、資料ナンバー３の１の中で、重

層支援センターに関わる人材がどの課に何人配置されるのかというのをお示しいただけれ

ばと思います。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 伊藤秘書広報課長。 

○秘書広報課長（伊藤克代君） 重層支援センターに係る業務ですね。実際、健康福祉部

とか学校のほう、たくさんいるんですけれども、兼務の辞令を出す人間の所属としては、

共生社会課と、それから長寿課、それから子育て支援課に所属する一部の職員に兼務の辞

令を出す予定でおります。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 清水委員。 

○清水義昭委員 それはこの表の中に載っていますか。正規職員とか会計年度任用職員と

か。 

（この人数に含まれておりますの声あり） 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 土屋副市長。 

○副市長（土屋正典君） 補足させていただきます。 

 恐らく清水委員がおっしゃってみえるのは、そのセンターの中で、各団体から派遣され

てくる人間が兼務辞令だから人数はどうかということなんでございますけれども、ここに

書いてあるのは、あくまでも、いわゆる人件費の予算上出てくる人数が書いてありますの

で、ここに人数、派遣される、外部から派遣される市の兼務辞令を出す34人は、いわゆる

重層支援センターのほうで各団体から派遣されてくる者については、ごめんなさい、これ、

先日のこれまでの御説明で兼務というようなことを言ってしまったかもしれませんけれど

も、兼務辞令という形では、いわゆる市の職員の兼務辞令は出しませんので、ということ
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でいいんだよね。 

（一般質問で兼務するって言ったよの声あり） 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ちょっと一度精査してください。 

○副市長（土屋正典君） すいません、後ほど。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 先ほどの続きで、一言だけ質問したいと思います。 

 まず、出し直せというような話だったんですけれども、我々もできるところは修正案を

出して、出そうというふうに思っておりますし、取り組んでいきたいと思っています。 

 ただ、当局のほうも、修正案を出したりとか、減額だったりだとか、やり方はいろいろ

あると思うので、ぜひそういう工夫だったりとか取組をしていただきたいなというふうに

思うのと、それが１つと、それから、先ほど、充当先のところで、何のため、充当表、決

算のほうで出すから大丈夫だということなんです。確かに法律のほうでは、充当先の公表

ということで義務づけられていて、決算のほうで問題ないかと思うんですが、それは法律

ではそうなのかもしれませんが、市民からしたら、これから納める方ですよね、それがど

ういうふうにして使われるかというのはやっぱり説明すべきなんじゃないんですかね。事

前に説明することができないということもないと思うんですよ。そういうことをなぜされ

ていかないのかなというふうに思っているんですけれども、その辺りの理由をちょっと聞

かせていただきたい。 

 それともう一点、既存の市街地の、今回、区画整理のほうにというところですけれども、

既存の市街地、ここまで、どんな豊明市が、全然全く既存の市街地のほうにやられていな

いとまでは思っていませんけど、市民の方が納めた税金が、仮に市街化区域の方が納めた

のに、全て区画整理に充てられているということを、そういった市街地区域の方が納めた

方に説明したときに納得されるというふうに思われますか。その割合がどうかということ

も説明責任があると思うんですよ。その説明責任をした上で納得していただかないといけ

ないと思うので、そこを答えていただきたいと思います。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 浦課長。 

○財政課長（浦 倫彰君） ちょっと長かったので、ちょっと確認なんですが、まず、先

ほど経済建設部長がおっしゃったあたかも論法ではないんですが、あたかも不交付団体に

なることが直近であるかのように臨時財政対策債のことを聞かれたりですとか、あたか

も10割、都市計画税を充当、区画整理事業に充当した場合どうだということにちょっとお

答えをする必要はないかと思いますというところが１点目でございます。 

 現実に、先ほどの答弁の中でも、全て区画整理事業とおっしゃいましたが、部長が訂正



- 82 -

したように３割ですので、全てではないというところでございます。 

 あと、ほか、前段の質問、もう一度お伺いしてもよろしいでしょうか。 

（発言する者あり） 

○財政課長（浦 倫彰君） 地方消費税交付金では、先ほど５ページでお示しをさせてい

ただきましたように、あれは事業全体の中での充当ですので、あのような形でお示しがで

きるわけですが、このことも先ほど伊藤部長から説明をさせていただきましたとおり、税

の不足があってもなりませんし、基本的には地方消費税交付金と都市計画税は性質も若干

異なりますので、そのような形があって決算でお示しをさせていただいておりますし、我

々といたしましては、８款の土木費や様々な予算でお示しをしている資料をもって、本市

が来年度も必要な、かつ市民の方に評価いただける予算を編成していることをお渡しして

いる資料で行っておるというところでございます。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 伊藤部長。 

○経済建設部長（伊藤正弘君） すいません、１点目の質問に対する答えがなかったので、

１点目の質問は、修正案などやるべきことはやるので、当局側も減額するなり工夫をすべ

きではないかとおっしゃいましたが、練り上げてお認めいただけるものだというふうに、

そういうレベルのものしかここには持ち込むことが許されていませんので、そうたやすく

撤回するというのは、過去の例を見ても、そういう減額して撤回せないかんようなことで

はなくて、ちょっと字句がおかしいとか、そういうことで一回下げさせていただいたりと

かということはありますが、なので、そういう工夫と努力が必要ではないかというのは、

先ほど一生懸命私はお話しさせていただいたつもりだったもんですから、御理解いただけ

ないんだなということが理解できました。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） もうそろそろ１時間たちますので……。 

 土屋副市長。 

○副市長（土屋正典君） すいませんでした。ちょっと整理させていただきました。 

 まず、兼務というのは、市の職員で、例えば税務課と防災防犯対策課を兼ねる場合、こ

れを兼務といいます。もう一つ、併任という言葉があって、これが豊明市とほかの団体、

ほかの団体さんから派遣してもらったときに、豊明市の身分を持たせるために併任という

形で辞令を出します。ただ、その場面において、ちょっと兼務という言葉も使ってしまっ

たもんだから、ちょっとややこしくなったと。 

 お尋ねの、この表の中のどこに入っているかということに関しては、先ほど言ったよう
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に、子育て支援課とか長寿課とかそういった課に、もともと市の職員である兼務の職員が

ここに入っていると。それはどちらかの課で予算上人数をつけていますので、人数が入っ

ていると。ただ、他団体から派遣されてくる職員で併任させる、併任という行為で豊明市

の身分を持たせる者に対しては、我々が直接給与を払うわけではないので、ここの表には

人数としてはだから出てきていません。それはどこにお金があるかというと、福祉課のほ

うの重層支援、正確名称はちょっと分かりませんけれども、重層支援推進事務とかなんと

か……。 

（負担金の声あり） 

○副市長（土屋正典君） 負担金という形で二千七百何万だったかな、多分それがついて

いますので、そういった形でお金のほうをやっていますので、人数はここにはだから載っ

ていないと、そういう理屈でございます。すいません。いいかげんな情報でお話ししまし

て申し訳ありませんでした。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） それでは、そろそろ１時間たちますので、委員長か

らすると出切ったと判断しますが。 

（別のの声あり） 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 別があります、まだ。 

 それでは、10分間の休憩といたします。 

午後２時５１分休憩 

 

午 後 ３ 時 再 開 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 休憩を解き、休憩前に引き続き会議を進めます。 

 先ほどの総括質疑の続きで、質疑のある方は挙手願います。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 予算書266ページの人件費の部分ですけれども、給与費、一般職の総

括の中で、前年度と本年度を比較すると10名増えているんですけれども、これはどこの部

署でどういう業務が増えたんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 伊藤課長。 

○秘書広報課長（伊藤克代君） どこの部署でどういうふうに増えたかということなので

すが、まずは、これだけの人数を去年の秋の段階での人員配置と今年４月の新規採用職員

の人数をこのくらいということでの見越しての仮の配置の人数ですので、はっきりこの人
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数で配置ができるというものではないということはまず御承知おきいただきたいと思いま

す。 

 それで、昨日の２款のときにも少しだけ御説明させてもらいましたけれども、２款の一

般管理のところで、予算上は昨年と比較して７名ほど増えているというところですね、昨

日御説明したとおりです。あとは細かいところで１人ぐらいずつ増えているというところ

になります。あくまでこれは一般会計での正職員の人数ということになりますので、全体

の人数とはまた違ってまいります。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 資料ナンバー３の１の裏面というのかな、人件費の当初予算分で、

これを見ると、令和５年、６年の一般会計分は430から433ってなっているんですけど、若

干ここと人数が違うんですけれども、それはなぜ違うんでしょう。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 伊藤課長。 

○秘書広報課長（伊藤克代君） まず、予算書の266ページのほうの人数の職員数413の中

には特別職３名は入っていません。それから、再任用職員もこの413の中には入っていない

ので、ここの、お出しした資料とはちょっと人数がずれてくるかと思います。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） いいですか。終わりました。 

 中堀委員。 

○中堀りゅういち委員 資料のほうで、資料ナンバー３の１です。 

 こちらのほうで、公共施設管理課、令和５年８名、令和６年８名となっておりまして、

本年度、まだ議案は通ってはおりませんが、公共施設包括管理事業が通るかどうか別とし

ても予定されている中で、この人数予定にされている理由をお願いします。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 伊藤課長。 

○秘書広報課長（伊藤克代君） 令和６年８人の配置ということなんですが、令和５年８

人になっておりますが、実際の配置は去年の秋の段階で６名でありましたので、２名増と

いうふうで、今年度について８名とさせていただいております。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 中堀委員。 

○中堀りゅういち委員 公共施設包括管理事業を、まだ確実ではないですが、予定されて
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いる段階で、この課に正職員を２名増やすということですよね。ちょっと理由をお願いし

ます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 小串部長。 

○行政経営部長（小串真美君） 繰り返しになりますけれども、予算ですので、実際の人

事配置については、ここに書いてある人数になるとは限りません。御心配いただいている

とおり、包括管理業務委託、立ち上がりになりますので、やはり職員の増員はしていきた

いんですけれども、全体の中で考えていきますし、このたびお伝えしておりますとおり、

長寿命化改修については実際の工事はストップさせますので、そういったところで総合的

に判断して、今年の４月の異動ですかね、を考えていきたいと思っております。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございますか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 資料ナンバー３の１で、会計年度さんの人数ですけれども、特に保

険医療課と学校教育課がすごく増えている。10人以上増えているんですけれども、この理

由は何でしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 伊藤課長。 

○秘書広報課長（伊藤克代君） まず、学校教育課のほうでございますけれども、学校教

育課では、昨年度といいますか、まず、この人数は会計年度の計画上の人数となるんです

けれども、計画上、教育支援センターの指導員がプラス３ですね。それから、教育補助員

がプラス７、それから、特別支援教育支援員がプラス２、放課後子ども教室の人数がプラ

ス２ということで計上されております。 

 それから、保険医療課につきましては、５年度の予算では１人分で計上していたものを、

実際のところは複数人で、１人分の予算を複数人雇って雇用していたということがありま

したので、６年度の予算からは、実際の人数に合わせて計上するようになりましたので、

人数が増えているという形になっております。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございますか。 

（進行の声あり） 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 以上で総括質疑を終わります。 

 以上で一般会計の質疑を終結いたします。 

 ここで理事者側の説明者の入替えのため、暫時休憩といたします。 
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午後３時７分休憩 

 

午後３時９分再開 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 休憩を解き、休憩前に引き続き会議を進めます。 

 特別会計及び企業会計について、説明及び質疑を行います。 

 議案第５号、国民健康保険特別会計について説明願います。 

 近藤保険医療課長。 

○保険医療課長（近藤有紀子君） それでは、令和６年度国民健康保険特別会計予算につ

いて御説明いたします。 

 予算書の279ページをお願いします。 

 令和６年度国民健康保険特別会計の予算総額は60億3,900万円で、前年度と比較して１

億7,910万円、2.8％の減額となっております。 

 歳出から主なものを説明しますので、300ページ、301ページを御覧ください。 

 １款 総務費、１項１目 一般管理費の右ページ２段目、保険給付事業で654万6,000円

増額の1,679万9,000万円を計上いたしました。 

 これは主に令和６年度は２年に１回の保険証一斉更新があること、また、マイナンバー

カードと健康保険証一体化に関して国が求める確認通知のための通信運搬費の増などによ

るものでございます。 

 続きまして、その下の一般管理事務事業でございます。前年度より825万円増額の1,308

万6,000円を計上いたしました。これは主にマイナンバーカードと健康保険証一体化に関

して、国が求めるチェック強化対応のためのシステム改修の電算関係委託料による増でご

ざいます。 

 続いて、302ページ下段の２項１目 賦課徴収費の賦課徴収事業でございます。こちら

も、414万6,000円増額の1,849万2,000円といたしました。これは主に保険証更新作業に関

する電算関係委託料や収納コールセンター業務システム委託料などによる増でございます。 

 ページをおめくりください。 

 下段、２款 保険給付費、１項 療養諸費は、被保険者数の減少により、前年度より１

億5,723万2,000円の減額といたしました。 

 続いて、ページをおめくりください。 

 306ページ、４項１目 出産育児一時金においては、出産見込み件数の減により、前年度

より減額計上とさせていただいております。 

 続きまして、310ページ、311ページを御覧ください。 
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 ３款 国民健康保険事業費納付金は、前年度と比較し、１項 医療給付費納付金で1,549

万2,000円の増額、２項 後期高齢者支援金等納付金で1,243万9,000円の減額、介護納付金

では421万円の減で、全体としては137万円減額の18億7,650万9,000円となっております。 

 312ページ中段、４款の保健事業費は、前年度とほぼ同額の6,050万6,000円でございます。 

 下段、４款 保健事業費の前年度比301万5,000円の減につきましては、前年度第３期デ

ータヘルス計画策定が完了したことによる委託料の減でございます。 

 続いて、歳入の説明をいたします。290、291ページをお願いします。 

 １款 国民健康保険税は、税率等改正を予定し、前年度比4.3％、5,345万4,000円減額

の11億8,390万3,000円を見込んでおります。税率等改正を予定しておりますが、減額とな

っておりますのは被保険者数の減少等の影響によるものでございます。 

 次に、292、293ページを御覧ください。 

 中段、３款１項１目 保険給付費等交付金は、前年度より１億7,458万6,000円減額の40

億7,600万3,000円を見込みました。主に市が行う保険給付費用に関して交付される普通交

付金の減額見込みによるものでございます。 

 次に、294、295ページを御覧ください。 

 下段、５款１項１目 一般会計繰入金の保険基盤安定繰入金は、保険税軽減分では増額、

保険者支援分では減額を見込み、今年度１月より始まりました産前産後減免制度に関する

繰入金を新たに計上いたしました。 

 次に、296、297ページを御覧ください。 

 上段、５款 国民健康保険財政調整基金繰入金は、前年度比３億334万7,000円増額の４

億134万7,000円を見込みます。この中には、その他一般会計繰入金6,734万7,000円が含ま

れております。 

 以上で説明を終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 説明は終わりました。 

 議案第５号について、質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手願います。 

 郷右近委員。 

○郷右近 修委員 予算書307ページ、２款２項の高額療養費。高額療養費としては減額し

ていますが、全体の県への一般被保険者の納付金については増額しているということで、

一般質問でも伺ったんですが、これは６年度から段階的に進むという統一化との影響がど

ういうことかというのがあれば、改めて御説明お願いします。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 
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 近藤課長。 

○保険医療課長（近藤有紀子君） 御質問の趣旨がちょっと分かりにくくて申し訳ありま

せん。もう一度確認させていただいてよろしいでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） もう一度マイクをつけて。 

○郷右近 修委員 高額療養費が減額するというのは、令和５年度に比べて減額するとい

うのは、段階的に進む県の国保の統一化の影響があってのことでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 近藤課長。 

○保険医療課長（近藤有紀子君） 高額療養費の減額につきましては、１人当たりの高額

療養費は上がっているんですけど、被保険者数の減少に伴うもので、直接的に県の統一化

に向けての流れとは関係ございません。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかに。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 291ページの滞納繰越分というところですけれども、国保の滞納者

というのは今どれぐらいいるんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 小川債権管理課長。 

○債権管理課長（小川正寿君） 令和４年度末の決算の数字で申し上げます。1,115人でご

ざいます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございますか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 293ページの真ん中辺りの保険者努力支援分というところですけれ

ども、この部分が少し減っているんですけれども、この理由ですね。これ、たしか赤字繰

入れをゼロにしてきた成果というか、それに対して県が努力支援分として入れる分かなと

思っているんですけれども、これ、なぜ減っているんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 近藤課長。 

○保険医療課長（近藤有紀子君） こちらの中にはヘルスアップ事業も入っております。

ですので、昨年度データヘルス計画の策定をした分ですとか、あと、令和６年度につきま

しては、未受診者対策事業の委託を取りやめておりますので、その影響によるものでござ

います。 

 以上です。 
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○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございますか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 赤字繰入れを、今回ゼロになってますけど、ゼロにしたことによる

成果というか効果というか、そのプラスの部分はどれだけあるのか。これまで３億ほどあ

ったと思うんです。これまでというか、最初、平成28年ぐらいのときはそれぐらいあった

と思うんですけれども、それをなくしたことによる成果というか、プラスはどうなのかと

いうことと、今回、令和６年度は赤字繰入れゼロの延長というのは考えなかったんでしょ

うか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 近藤課長。 

○保険医療課長（近藤有紀子君） まず１点目の保険者努力支援への影響でございますが、

こちらの特別交付金につきましては過年度の実績について上がるものでございますので、

まだ６年度の予算に関してこちらのほうに影響が及ぶものではございませんので、反映さ

せておりません。 

 それから、赤字繰入れについての考え方でございますが、現在まだ令和５年度までとい

う形で赤字削減計画のほうを引き続き継続しておりますが、まだ決算が出ておりませんの

で、今後、赤字繰入れについてどのような考え方でしていくかということは、現段階では

お答えできるものではございません。 

 なお、それから、必要な保険料と不足分といたしまして３億3,400万円というものがござ

います。これにつきましては、今後、保健事業の充実、それから国保税の改定による税収

の増、それと基金の活用について今後も対応していくものでございます。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございますか。 

 郷右近委員。 

○郷右近 修委員 予算書の311ページ、３款１項１目の一般被保険者医療給付費納付金、

県への納付金がこちらは増額しているということは、やはりさっきのお話とは変わって、

１人当たりの医療費の高騰のほうがその効果を上回っているからということなんでしょう

か。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 近藤課長。 

○保険医療課長（近藤有紀子君） 納付金につきましては、被保険者の頭割りでいいます

と、令和５年度では16万1,867円、令和５年度は先ほどの数字です。令和６年度は、そこか

ら１万3,506円上がっての17万5,373円となっております。 

 標準保険税率による軽減後の調定額では12万8,914円となっておりまして、こちらのほ
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うの影響につきましては、全国的に、もともと納付金というのは医療分と後期高齢分と介

護分で成り立っておりますので、全国的に高齢化が進む中で、医療費や後期高齢者の医療

費、それから介護について額が上がるに伴って上がってくるものでございます。 

 先ほどの高額との影響でございますが、豊明市は相対的に医療費水準が高いので高く出

る傾向ではございますが、まだそういった統一化が図られるのはこの先になってまいりま

すので、影響はございません。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございますか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 297ページの基金の繰入れですけれども、たしか先ほど説明で、補正

の積み立てた分も含めてというような説明だったかなと思うんですけれども、これ、取り

崩したら基金はどれぐらい残るんですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 近藤課長。 

○保険医療課長（近藤有紀子君） 今回、３月補正で積立てを上げさせていただいており

まして、６月の当初予算計上したものを取り崩して、さらにその後ということでお答えさ

せていただくと5,000万円程度となる予定です。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございますか。 

 ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 予算書の313ページ、先ほどの保険者努力支援分の減のところで御

説明があったんですが、未受診者対策委託料をなくしたということですが、それに何か代

わるものとかはあるでしょうか。あと、特定健診の受診率もお願いします。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 近藤課長。 

○保険医療課長（近藤有紀子君） まず特定健診の受診率でございますが、令和３年度の

法定数値で申し上げますと44.2％でございます。 

 未受診者対策委託料を取りやめた、まず理由からちょっと御説明をさせていただきます

と、ＡＩを使った健診の分析と、あと、それからナッジ理論を用いた未受診者の方への通

知案内というのを行ってまいりました。ＡＩを用いた分析では３年間やっておりまして、

一定程度の方向性が見えたこと、それから、あともう一点、ナッジを用いた案内のほうで

は、ある程度継続すると未受診者方たち、慣れが生じてしまうので、そういった効果的な

側面から取りやめるものでございます。 

 ちょっと追加です。一旦取りやめをしつつ、効果を、差異を見ながら、また必要であれ
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ばまた再開するものと考えております。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございますか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 301、303のところで、301は通信運搬費ですね。これ、たしかマイナ

ンバーの関係でっていう話だったと思うんですけど、もう少しどういう通信運搬費かとい

うことと、303のほうは、上から２つ目の電算関係委託料で、その下のほうの電算関係委託

料です。それぞれ、これもマイナンバー関係だったかなと思うんですけれども、どういう

電算関係なのか、この違いも含めて説明をお願いします。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 近藤課長。 

○保険医療課長（近藤有紀子君） では、まず303ページのほうから御説明をさせていただ

きます。 

 303ページの上段にあります電算関係委託料につきましては、従前からの経常的なもの

に加えて、国のほうから指示がございました個人番号の下４桁の出力システムの改修と、

あと、負担割合の表示内容をチェックするシステムの改修というものが、国からの指示が

出ておりますので、それに関する改修を上げさせていただいたものでございます。 

 なお、下段の賦課徴収のほうの電算関係につきましては、こちらのほうも国保電算事務

委託、国保税の課税計算等をするものを２年に１回の保険料改正とかが、更新がございま

すので、それに伴い増額となっているものでございます。 

 それから、301ページの通信運搬費の増額につきましては、先ほど上段の電算関係委託料

で申し上げました個人番号下４桁の通知発送の簡易書留での送付が8,000件予定している

ことに伴う増額でございます。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございますか。 

 こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 313ページ、真ん中の保健事業費なんですけど、それの真ん中辺の

印刷製本費、これ120万、これは倍になっていると思うんですけど、その要因、お願いしま

す。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 近藤課長。 

○保険医療課長（近藤有紀子君） 先ほど申し上げました未受診者対策の委託料をなくし

た分、別でそういった未受診者の方に通知を送るために計上した分の増額でございます。 

 以上です。 
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○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございますか。 

（進行の声あり） 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） これにて議案第５号の質疑を終わります。 

 続いて、議案第６号、土地取得特別会計について説明願います。 

 山田総務課長。 

○総務課長（山田隆貴君） それでは、令和６年度土地取得特別会計予算について御説明

をいたします。 

 予算書の331ページを御覧ください。 

 議案第６号 令和６年度豊明市土地取得特別会計予算、令和６年度は歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ160万円とします。昨年度よりも90万円の増額となります。 

 歳出より御説明いたしますので、342、343ページを御覧ください。 

 上段、１款１項１目 土地取得事業では、当会計の所有する土地の維持管理をするため

の測量やくいの復元、草刈りをする費用などとしまして、測量設計等委託料に29万4,000円

を計上しております。 

 その下、２款１項１目 土地開発基金繰出事業では、預金利子を基金に積み立てる予算

としまして130万6,000円を計上しております。 

 続きまして、歳入を御説明しますので、１ページ戻りまして340、341ページを御覧くだ

さい。 

 １款 繰越金、１項１目１節 繰越金は、前年度と同額で1,000円となっております。 

 その下、２款 諸収入、１項１目１節 土地開発基金借入金は、当会計の所有する土地

の維持管理をするための費用としまして、基金から29万3,000円を借入れするものです。 

 下段、２項１目１節 預金利子は130万6,000円で、前年度と比較しまして84万4,000円の

増額となっております。 

 以上で説明を終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 説明は終わりました。 

 議案第６号について、質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手願います。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 歳入の340ページ、341ページの一番下の利子なんですけど、これ、

前年度と比べて３倍になっているんですけど、これなぜなんですかね。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 山田総務課長。 
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○総務課長（山田隆貴君） 基金の預け入れ先を例年変更しております。利子の多くつく

ところにたくさん預けるようにしておりまして、令和６年度は金融機関を１行にまとめま

して金利のほうも大幅に伸びましたので、このような予算組みとなっております。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございますか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 歳出のほうで、343ページ、この測量委託があるんですけど、これは

どこかっていうことと、あと、基金、これも積立て後の基金残額も教えてください。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 山田課長。 

○総務課長（山田隆貴君） まず測量の場所ですが、これは測量するわけでは特にありま

せんけれども、測量が発生した場合とか、あと、管理している土地の柵とかが破損した場

合に対処するための予算組みですので、現在どこだということは特に取決めはございませ

ん。 

 次、利子と、あと基金の関係です。利子のほうが130万6,000円ほど積み増しされますの

で、令和６年度末の基金の積立て残高としましては、予定ですけれども、９億8,770万、約

ですけど大体それぐらいになる予定です。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございますか。 

（進行の声あり） 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） これにて議案第６号の質疑を終わります。 

 続いて、議案第７号、墓園事業特別会計について説明願います。 

 青山環境課長。 

○環境課長（青山康徳君） 議案第７号 令和６年度豊明市墓園事業特別会計予算の主な

ものについて御説明します。 

 予算書360、361ページを御覧ください。 

 上段、１款１項１目 一般管理費です。1,307万8,000円を計上し、前年度比63万2,000円

の減額です。主な減額の要因は、永代使用料還付金57万1,000円の減で、これは前年度比で

１区画減の22区画分を見込んでいるためです。 

 続きまして、歳入を御説明しますので、356、357ページを御覧ください。 

 一番上の永代使用料は、22区画分の914万6,000円を計上し、前年度比46万8,000円の減額

です。 
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 以上で説明を終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 説明は終わりました。 

 議案第７号について、質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手願います。 

 こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 357ページの一番上の永代使用料なんですけど、これ、１区画幾ら

になるんでしょう。１基っていうのかな。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 青山課長。 

○環境課長（青山康徳君） 区画の使用料の価格なんですけれども、大きさによって異な

ります。２平米が34万5,000円、３平米が49万7,000円、４平米が66万1,000円。今申し上げ

たのは市内の方の購入の価格になります。市外の方はこちら、1.2倍になります。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございますか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 今の永代使用料のところですけれども、22基分っていうのが、昨年

もたしか22基分なんですけど、だけど減されているんですね。その理由と、実際、実績、

全然変わってないような状況なんですけれども、指定管理に出されていて、その効果みた

いなのはないんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 青山課長。 

○環境課長（青山康徳君） 永代使用料の見込みとしましては22区画分、こちら、令和５

年度と同じ基数を見込んでおりますけれども、減額の理由なんですが、こちらは、先ほど

申し上げた大きさによって価格が違っておりまして、今回、５年度と比べますと、２平米

のほうが大きくなってまして、３平米、４平米の区画が減っているという形で見込んでお

りますので減額となっております。 

 指定管理者の効果でございますけれども、昨年度から新たに仏花の販売を始めていただ

いたり、今年度に入りましてからは墓所の管理代行サービス等を始めていただいておりま

すので、使用者さんの利便性の向上につながっていると考えます。 

 以上で終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございますか。 

（進行の声あり） 
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○予算特別委員長（毛受明宏議員） これにて議案第７号の質疑を終わります。 

 続いて、議案第８号、介護保険特別会計について説明願います。 

 伊神長寿課長。 

○長寿課長（伊神竜一君） それでは、令和６年度介護保険特別会計の予算について御説

明いたします。 

 予算書370、371ページを御覧ください。 

 令和６年度の予算の総額は56億330万円で、前年度と比較いたしまして２億770万円の増

額となっております。 

 歳出から主な事業につきまして御説明いたします。予算書の397ページを御覧ください。 

 397ページ下、一般管理事務事業3,684万2,000円となっており、968万円の増額となって

おります。介護保険システムの改修に伴う電算関係委託料の増などによるものでございま

す。 

 続いて、403ページ、御覧ください。 

 403ページ、下の表から保険給付費が始まります。保険給付費は、全体として高齢化の状

況等から増額となっております。 

 同じく、同ページ下の表、居宅介護サービス給付費は、要介護者の訪問系、それから短

期入所などの在宅サービスですが、23億5,037万9,000円で、昨年度比１億7,388万2,000円

の増額としております。 

 続きまして、405ページ中段、御覧ください。 

 施設介護サービス給付費ですが、これは要介護者が特別養護老人ホーム等の施設サービ

スを受けたときの給付費でございます。17億3,951万7,000円で、1,423万1,000円の増額と

しております。 

 同ページ一番下、居宅介護サービス計画給付費は、要介護者のケアプラン費で２億5,617

万3,000円で、951万3,000円の増額としております。 

 続いて、地域支援事業関係でございます。415ページ、お願いいたします。 

 下の表、介護予防・生活支援事業です。要介護認定で要支援１・２や非該当と判定され

た方などが利用する通所型、それから、訪問型のサービスです。短期集中通所型の利用増

等の影響で9,149万9,000円と、165万9,000円の増額としております。 

 続いて、歳入を御説明いたしますので、370ページ、お戻りください。 

 まず、１款 介護保険料です。8,099万5,000円の増額となり、13億2,648万2,000円とし

ております。３款 国庫支出金は10億972万1,000円で、4,026万2,000円の増、４款 支払

基金交付金は、40歳以上65歳未満の方を対象とする、いわゆる２号保険料で、14億4,045
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万6,000円と、5,461万9,000円の増、５款 県支出金は７億8,141万7,000円で、2,501万8,000

円の増と、いずれも介護給付費等の支出増の影響によるものでございます。 

 ７款 繰入金は、給付等の制度上の市町村負担分や事務費、基金繰入金等に係るもので、

総額10億4,487万円としております。うち基金繰入金は１億6,018万3,000円を繰入れ予定

しております。 

 以上で、令和６年度介護保険特別会計の予算の説明を終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 説明は終わりました。 

 議案第８号について、質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手願います。 

 清水委員。 

○清水義昭委員 概要のほうが分かりやすいので、概要の56ページの網かけの上から３つ

目の趣旨普及費ですけれども、こちらのほうが趣旨普及事業、消耗品費がなくなっていて、

印刷製本費がぴょこっと出ているんですけど、これは何なんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 伊神課長。 

○長寿課長（伊神竜一君） まず印刷製本費のほうから御説明させていただきます。今回、

この９期の介護の計画に向けて保険料等を改定しております。リーフレットの冊子を新た

に印刷するための経費として計上しておるものでございます。 

 それから、消耗品等の減なんですが、これは、そういった制度の改正等に関係なく準備

できるようなリーフレット等を今年度準備できたことに伴いまして、次年度は計上してい

ないというものでございます。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 予算書の381ページで、資料ナンバーだと、ナンバー５の①なんです

けれども、資料ありがとうございます。 

 この９期の人数を足すと１万7,890人なんですけど、ここの381ページを見るとちょっと

人数が違うみたいなんですけど、この違いは何でしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 伊神課長。 

○長寿課長（伊神竜一君） お示ししたもの、これ、総括質疑のときにも出した数字なん

ですけれども、これが今年度12月の確定した人数を基にして、所得等で分配をした数字に

なっております。 
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 そして、この予算のほうでお示しした人数というのが、これはそういった確定した数値

を基に、国のほうの見える化システム等を使って、この９期の保険者数を推計した数字を

基にということで使った数字となっておりますので、若干の数字が異なるということでご

ざいます。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 いずれにしても若干減るような計画になっているんですけど、これ、

減る理由は何でしたっけ。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 伊神課長。 

○長寿課長（伊神竜一君） 恐らく総数、現年分と普通徴収のほうを足すと人数はそれほ

ど変わりはないかなと思うのですが、どういった数字、何の数字を言っておられるのか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） もう一回、林委員。 

○林 ゆきひろ委員 ほぼ横ばいに近いような形ですけど、若干微減なのかなと思ったん

ですけれども、介護の、この１号保険者というのは減っていくものなんですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ページ数は。 

○林 ゆきひろ委員 381ページです。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 伊神課長。 

○長寿課長（伊神竜一君） この９期の間の高齢者全体の人口自体は横ばいで推移してお

りますので、そういったような形で、あまり変わらないような形で推移するということも

あるかと思います。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 分かりました。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 383ページの介護給付費のところですけれども、ほとんど横ばいと

いう中で少し増えて、介護費は少しずつ増えてきているというのは、認定、要介護とかそ

ういうのが増えてきているのかどうなのか、そういうことで増えてきているんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 伊神課長。 

○長寿課長（伊神竜一君） 認定率自体も少しずつではありますが伸びております。とい

うよりも、そういった影響もあるかと思いますが、どちらかというと65歳以上の高齢者の

方の中の年齢構成が高くなってきていて、介護が必要な方、より重度の方が増えていると

いうような影響のほうが大きいかと思っております。 
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 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございますか。 

 こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 401ページの一番上で、介護認定審査会委員950万って、どんな方、

どんな審査会なんですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 伊神課長。 

○長寿課長（伊神竜一君） これは、医師や福祉関係者の方が要介護認定の業務を行うと

いうようなものでございます。５名で１組でやっておりまして、大体年間90回程度を予定

しております。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 郷右近 修委員。 

○郷右近 修委員 予算書403ページ、２款１項１目 居宅介護サービス給付費が増額し

ていますが、中身でいうと、訪問介護の利用の伸びが大きいとか、そういう中身の様子は

分かるでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 伊神課長。 

○長寿課長（伊神竜一君） おっしゃるとおり、訪問、通所、どちらも割と大きな伸びが

あるのかなというふうに推定をしております。基本的に、令和５年度の前半の実績、それ

から、過去の伸び率等々を考慮して予算組みを行うんですけれども、訪問、通所とも120％

を超えるような伸びがあるかなということで予算を組んでおります。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 清水委員。 

○清水義昭委員 ページ数は分かりません。収納コールセンターを今予定しているという

ようなことですけれども、この介護のところにないってことは、現年分で５％ぐらい見え

るんですけど、未納の方が。これ、国保のほうに含まれるという丼ってことでいいんでし

ょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 小川債権管理課長。 

○債権管理課長（小川正寿君） 債権管理課が所管しているところを中心に、市税と国保、

介護、後期もあるんですけれども、調定割合で見たときに、介護のほうはすごく少ない割

合でしたので、市税と国保の半分だけで予算組みはさせていただいております。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） こんどうのぶお委員。 
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○こんどうのぶお委員 401ページの真ん中の下のところです。認定調査等事業の一番下

で、意見書作成料支払委託料というのがありました。これはどういったものを何通、何件

なのか、誰が書くのか、どういったものなんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 伊神課長。 

○長寿課長（伊神竜一君） これは、要介護認定に当たって必要な意見書を医師が作成す

るというものでありまして、それの委託するというものでございます。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 何件とか、そういう、あるんですか、そういうの。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 伊神課長。 

○長寿課長（伊神竜一君） すいません、ちょっと聞き取れなかったんですけど。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） もう一回。 

○こんどうのぶお委員 何件とか、そういう件数。 

○長寿課長（伊神竜一君） 件数。すいません、ちょっと今すぐに出ませんので、後ほど

でよろしいでしょうか。 

○こんどうのぶお委員 はい。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 後ほどお願いします。 

 ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 予算書の397ページの一般管理事務事業の中の新規で、介護保険指

定指導等業務アドバイザー謝礼というのがあるんですが、これは何でしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 伊神課長。 

○長寿課長（伊神竜一君） これは尾三地区の市町でやっておるもので、介護保険の指定

指導等の業務を、１つの自治体でやると情報が少ないのでということで協力し合って勉強

し合うというものがございます。今回、その幹事市として本市がなっておりますので、そ

れをアドバイザーに払う謝礼ということで予算組みをしたものでございます。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 今の関連で、そうすると、来年度以降は、幹事市にならなければこ

れは上がってこないという理解でいいですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 伊神課長。 

○長寿課長（伊神竜一君） 幹事市が外れればこれも外れるというものでございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 
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 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 419ページの真ん中ちょっと下の家族介護支援事業で、金額少ない

んですけれども、家族介護支援事業委託、それと、その下の徘徊高齢者家族支援サービス

事業、これは具体的にどういったことをするんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 伊神課長。 

○長寿課長（伊神竜一君） 家族支援のほうは社協に委託をしておるもので、例えばひま

わりカフェであるとか交流会などを開催するものでございます。 

 それから、徘回高齢者の家族支援につきましては、これは機器によって徘回した方が分

かるようになるためのものというものでございます。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 その上の高齢者見守りサポート事業というの、どういったサポー

トをやるんですか。どこに委託ですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 聞こえました。 

○こんどうのぶお委員 分かります。 

（何ページでしたっけの声あり） 

○こんどうのぶお委員 419、さっきの上です。今の上ですね。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 伊神課長。 

○長寿課長（伊神竜一君） これはアルソックのほうに委託をしておるものでございます。

家の中に機器を設置して、一定程度ドアの開閉がなかったりすると異常を検知するといっ

たものでございます。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 浅井委員。 

○浅井たかお委員 同じく419ページの上の一番上のところ、成年後見人等報酬費用助成

費と書いてあるんですけど、これはどういった方がなっているのか、それからあと、何名

でしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 伊神課長。 

○長寿課長（伊神竜一君） これは高齢者の方で、例えば後見人とか補佐人をつける必要

がある方に対して、その報酬をお支払いできないような方に対して、こちらは助成するも

のでございまして、対象としては10人程度という形でございます。 

 以上です。 
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○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかに。 

 堀内委員。 

○堀内ちほ委員 419ページの真ん中辺の家族介護慰労金ですね。こちらのほうは、要支援

とか、そういう何か介護度があって、一律の金額で何人を見込まれているのか教えていた

だけますか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 伊神課長。 

○長寿課長（伊神竜一君） これはかなり、若干条件が厳しくて、以下の全てに該当する

方という方を常時介護している家族という形で、市内在住、40歳以上、要介護４か５、市

民税非課税、過去１年間介護保険サービスを利用してないというような方に対して慰労金

を年10万お支払いをするというものでございます。それで、頭出しということで10万円。 

（１人分の声あり） 

○長寿課長（伊神竜一君） そうです。１人分。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 堀内委員、いいですか。 

 ほかにございませんか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 先ほどの、今の家族介護支援のところですけれども、高齢者見守り

サポートであったりとか、徘回高齢者の家族支援サービス、これから独居の方だったりと

か、介護の先ほど必要な人が増えているってことなんですけれども、なぜこれ増えていか

ないんですかね。どのようにＰＲして、なぜ増えないと分析してますか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 伊神課長。 

○長寿課長（伊神竜一君） これは周知が足りないとかそういうようなことはなかなか、

そういうところはないのかなと思っております。機会があるごとに、これに関しては民生

委員さん等々を通じて情報の提供は行っているところでございます。 

 ただ、やっぱり家族に対する介護の考え方であるとか、それから独居の方がだんだん増

えているということもありますので、単純に家族に焦点を当てたものがそのまま伸びるか

といえばそうではないのかなというところが現状の分析でございます。 

 以上です。 

 それからよろしいでしょうか。後ほどお答えする……。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 先ほどのやつですよね。どうぞ。 

○長寿課長（伊神竜一君） 意見書のところでございますが、まず在宅のほうが1,775件、

それから施設のほうが750件でございます。 

 以上です。 
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○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 郷右近委員。 

○郷右近 修委員 予算の概要の57ページで、高額介護サービス費から続く高額という名

前がついている費用が同額ということですが、ここの部分についてはどのように分析して

いるんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 伊神課長。 

○長寿課長（伊神竜一君） すいません、ちょっと質問をもう一度よろしいでしょうか。

申し訳ありません。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） もう一度。マイクを近づけてくださいね。 

○郷右近 修委員 全体的な高齢化の影響があって費用の増大が見込まれる中で、高額介

護サービス費などは同額ということなんですが、この部分については利用が伸びないとい

うことを見込んでいるってことでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 伊神課長。 

○長寿課長（伊神竜一君） この高額の部分も伸びていくのではないかというふうには考

えてはおりますが、過去の予算と比較して同額であるという点での御質問かと思いますが、

そういう点に関しまして、５年度の予算と比べてもそれ以上は伸ばさなくてもいいだろう

というふうに判断したと御理解いただければと思います。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 423ページの真ん中の保健福祉事業で、栄養改善サービス給付費

ってあるんですけど、これどういった形というか、どういったものなんです。どういった

サービスなんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 伊神課長。 

○長寿課長（伊神竜一君） これは配食、それから栄養指導といったことが該当します。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 385ページの真ん中、歳入のところの少し上ですけど、保険者機能強

化推進交付金と介護保険保険者努力支援交付金、これ、豊明の包括ケアの豊明モデルの評

価も入っての交付金なのかなと思うんですけど、そういう認識でいいかどうか。どういう

ことで、これ、昨年度と全く変わってないんですけれども、どういうことで関係して上が
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ったりとかするんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 伊神課長。 

○長寿課長（伊神竜一君） この部分はですね、毎年予算に関しましては頭出しというと

ころで、500万ずつというのを計上しているというところでございます。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 頭出しということなんですけど、包括ケアとかは関係するのか、あ

と、ほかにどういったことが関係されるんですか、これは。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 伊神課長。 

○長寿課長（伊神竜一君） おっしゃるとおり、どのような形で介護予防の活動をしてい

るかというようなことや、それから、市の取組の結果として、要介護の状態の方がどのよ

うな状態の推移なのかといったようなことが評価されるというものでございます。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 417ページ、一般介護予防、真ん中辺です。そこの一番上の講師等

謝礼って、これどういったところというか、どこでやるのか、どういった講師がなるんで

しょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 伊神課長。 

○長寿課長（伊神竜一君） ここの講師謝礼につきましては、各地区でやっております活

動に対して、講師を頼んだらこちらのほうでその分のお金を見るといったものでございま

す。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 堀内委員。 

○堀内ちほ委員 419ページの介護給付等費用適正化事業の中の介護相談員謝礼という部

分、これはどこでどのような相談が行われているのでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 伊神課長。 

○長寿課長（伊神竜一君） 市で何人かいる相談員が、市内の福祉施設に行って入所され

ている方のお話を聞いてきて、それをこういった形で入所者の方が話されてましたよ、こ

ういったことをおっしゃってましたよというのをまた施設に情報として戻すといったよう

な活動をしておりまして、その謝礼でございます。 

 以上です。 
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○予算特別委員長（毛受明宏議員） 堀内委員。 

○堀内ちほ委員 それは、市のほうが指定している入所施設に行って相談事というのを聞

いているということですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 伊神課長。 

○長寿課長（伊神竜一君） そうですね。市内の施設ということで、市が指定していると

いうところは関係ないというところでございます。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 391ページの下の基金のことですけれども、１億6,000万の繰入れさ

れてますけれども、たしか９期で4.5億繰入れする計画ということですが、これは３年間で

ということなので、1.5億円ずつ繰入れするような考えなのかということと、いつも決算で

積立ても結構出てしまっているんですけど、今回この１億6,000万の繰入れでいいのかど

うか、どのように考えてますか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 伊神課長。 

○長寿課長（伊神竜一君） これに関しては、現状のこの予算の組立てであると１億6,000

で大丈夫であろうという額を繰入れするという形でございます。ですので、実際、今後の

３期のことを考えますと、歳出の状況等でまたこの辺は変わってくるのかなというふうに

思っております。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 浅井委員。 

○浅井たかお委員 417ページの一般介護予防事業の中の中ほど、一般介護予防事業委託

料の2,927万2,000円、これはどんなところに委託しているんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 伊神課長。 

○長寿課長（伊神竜一君） これは、項目としては１つなんですけれども、事業としては

かなりたくさんのものが入っております。社協である、例えば項目としてはらくらす、そ

れからまちかど運動教室、食生活改善、すこやか教室、ミニデイ等々入っておりますので、

委託先はそれぞれです。例えば、今年度であれば社協であったりとか、それから、ミニデ

イであればＪＡであったりというふうに分かれているものでございます。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかに。 
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 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 428ページの給与全体の、介護の給与のとこですけど、特別職が前年

度比で９人減ってます。急に減った理由と、この介護特別会計の特別職というのはどうい

う役割の方なんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 400……。 

○林 ゆきひろ委員 28ページの上の。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 28ページのところですね。 

 浦課長。 

○財政課長（浦 倫彰君） 恐らく非常勤特別職の関係になるかと思います。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございますか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 まず減った理由と、どういう役割とどういう業務をしているかとい

うことを聞いてます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 伊神課長。 

○長寿課長（伊神竜一君） 附属機関の委員かと思いますので、その回数であるとかの関

係かと思います。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 417ページの一般介護予防事業の真ん中から下かな、一般介護予

防事業評価事業というのがあるんですけど、これどのような評価して、どういった事業に

なるんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 伊神課長。 

○長寿課長（伊神竜一君） これは３年に１度行っております計画策定の前年に行ってお

ります介護に係る市の全数調査を基に、市で日々行っている介護予防事業、その結果等々

を毎年度データ化していて、それを分析等に使うための委託でございます。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

（進行の声あり） 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） これにて議案第８号の質疑を終わります。 

 続いて、議案第９号、後期高齢者医療特別会計について説明願います。 
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 近藤課長。 

○保険医療課長（近藤有紀子君） それでは、令和６年度後期高齢者医療特別会計につい

て御説明いたします。 

 予算書の439ページをお願いいたします。 

 令和６年度後期高齢者医療特別会計の予算総額は13億7,920万円で、前年度と比較いた

しまして１億3,070万、10.4％の増となっております。 

 歳出から主なものを説明いたしますので、454、455ページを御覧ください。 

 １款 総務費、１項１目 一般管理費で、前年度と大きく変わらず971万1,000円でござ

います。また、徴収事業も大きく変わらず757万4,000円でございます。 

 ページをおめくりください。 

 上段、３項１目 保健費につきましては、予算額698万5,000円は、前年度より4,586

万9,000円の減額となっております。大きく変わっておりますが、これは、愛知県後期高齢

者医療広域連合からの受託により実施しておりました後期高齢者健診委託と高齢者の保健

事業と介護予防等の一体的な実施に係る事業に関する予算を一般会計に組み替えたことに

よるものでございます。 

 中段の２款 後期高齢者医療広域連合納付金でございます。これは愛知県後期高齢者医

療広域連合に対し、被保険者から徴収した保険料と一般会計から繰り入れる低所得者の保

険料軽減分とを合わせて納付金として納めるものでございます。令和６年度は13億5,318

万5,000円で、被保険者の増加と料率等の改定が予定されていることに伴う増額となりま

す。 

 続いて、歳入の説明をいたしますので、448、449ページを御覧ください。 

 １款 後期高齢者医療保険料は合計で11億6,175万3,000円を見込みました。これは被保

険者１万1,000人分の保険料でございます。 

 その下、２款 繰入金につきましては、事務費及び低所得者の保険料軽減分を市が負担

するもので、前年度より3,193万4,000円増額の２億1,489万円を見込んでおります。 

 ２枚おめくりください。452、453ページをお願いいたします。 

 上段の表、４款３項 後期高齢者医療広域連合支出金の減額につきましては、先ほど歳

出でも御説明いたしました愛知県後期高齢者医療広域連合からの受託事業収入を一般会計

に組み替えたことによるものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 説明は終わりました。 

 議案第９号について、質疑に入ります。 
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 質疑のある方は挙手願います。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 449ページの繰入金で、一番下の保険基盤安定繰入金というところ

ですけれども、3,300万の増というのは、これは、後期高齢者の被保険者数が増えたことに

より、これだけ、3,300万増えたというような認識で合ってますか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 近藤課長。 

○保険医療課長（近藤有紀子君） 保険基盤安定繰入金につきましては御認識のとおりで

す。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございますか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 457ページの後期高齢者の医療広域連合納付金負担金ということで

すけれども、これ、かなり前年度と比較すると増えてます。１億7,500万で、たしか去年、

おととしなのかな、昨年度が２割負担に増えたかと思うんですけれども、それでもこんな

に負担金が増えているんですけれども、そういう負担割合２割に増やしたという影響とい

うか、プラスみたいなところはないんでしょうか。これ、なぜこんなに増えてて、２割負

担との影響をお願いします。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 近藤課長。 

○保険医療課長（近藤有紀子君） こちらのほうの負担金でございますが、保険料と基盤

安定に係る軽減分と延滞金を後期高齢者広域連合のほうに納付するものでございます。で

すので、保険料が今年度改定になりますのでそちらのほうの影響と、被保険者数の増によ

る増でございます。 

 先ほどおっしゃられました２割負担の影響でございますが、そちらは一般会計のほうの

後期高齢者医療療養給付費等負担金のほうへの影響は多少あるかと思いますが、こちらの

納付金に関しては大きく影響するものではございません。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございますか。 

 こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 449ページ、歳入で、これ、普通徴収保険料ですか、そちらのほう

なんですけど、滞納繰越分って、これ、160万、何人分とかになるんですか。徴収見込みと

かあるってことですか。 
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○予算特別委員長（毛受明宏議員） 小川課長。 

○債権管理課長（小川正寿君） 滞納者数については今も変わっている状況でございます

ので、令和４年度決算時でお答えしますと66人ございます。 

 令和６年度予算については、滞納繰越分、滞納額についてはあまり変更、減少がない、

横ばいだという見込みでこの予算を計上させていただいております。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 457ページの上の後期高齢者の健診委託料、これ、一般会計のほうで

も4,000万ほど出ていたんですけど、これ違いは何かあるんでしょうか。どういう内容です

か。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 近藤課長。 

○保険医療課長（近藤有紀子君） こちらのほうの特会で上げさせていただきましたの

は、75、80歳の節目歯科健診に関するものでございます。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 455ページ、一般管理費の一番下の、真ん中辺なんですけど、その

一番下、通信運搬費554万、これ103万ぐらい上がっていると思うんですけど、その要因は

何でしょう。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 近藤課長。 

○保険医療課長（近藤有紀子君） こちらのほうは件数が増えたことによる影響でござい

ます。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 参考までに教えていただきたいんですが、予算書の449ページで、先

ほど御説明のあった被保険者数で１万1,000人見込みということなんですが、この中には75

歳以上の方と、あと、障がいを持った方、障がいで認定を受けた65歳以上の方も入ってい

るかと思うんですが、その後者のほうというのはどのぐらいを占めているか分かれば教え

てください。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 近藤課長。 

○保険医療課長（近藤有紀子君） 特に今手元に資料がございません。申し訳ありません。 
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 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございますか。 

（進行の声あり） 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） これにて議案第９号の質疑を終わります。 

 続いて、議案第10号、水上太陽光発電事業特別会計について説明願います。 

 青山課長。 

○環境課長（青山康徳君） 議案第10号 令和６年度豊明市水上太陽光発電事業特別会計

予算の主なものについて御説明します。 

 予算書478、479ページを御覧ください。 

 上段、１款１項１目 一般管理費です。2,601万円を計上し、前年度比26万3,000円の減

額です。主な減額の要因は、消費税及び地方消費税で、前年度比67万1,000円の減額です。 

 続きまして、歳入の主なものを御説明しますので、474、475ページを御覧ください。 

 一番上の売電収入6,069万7,000円は前年度比40万円の減額で、電力会社への売電による

収入です。 

 以上で説明を終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 説明は終わりました。 

 議案第10号について、質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手願います。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 479ページ真ん中の基金の積立てですけれども、これで基金の残が

どれぐらいになるかということと、これ、基金ですけれども、水上太陽光の撤去だったり

とか改修とか、そういうために使うというようなイメージで合ってますか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 青山課長。 

○環境課長（青山康徳君） 基金の残高でございますけれども、令和６年度、この300万を

積み立てますと1,150万円になります。積立ての理由につきましては委員のおっしゃると

おりです。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 ちょっと確認ですけど、耐用年数、太陽光の耐用年数と、この300万

ずつ積み立てていて、そういった撤去とか改修で、この費用、基金で間に合うのかどうか、

どうなんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 青山課長。 
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○環境課長（青山康徳君） ＦＩＴの期間としましては、令和18年度まで続く予定でござ

いまして、その間積み立てていきます。現状の見込みでございますけれども、この積立額

で十分賄い切れる予定であるというふうに考えます。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

（進行の声あり） 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） これにて議案第10号の質疑を終わります。 

 続いて、議案第11号、下水道事業会計について説明願います。 

 外山下水道課長。 

○下水道課長（外山紀元君） それでは、議案第11号 令和６年度豊明市下水道事業会計

予算につきまして説明申し上げます。 

 予算書の485ページをお開きください。 

 地方公営企業法施行規則に規定する予算書様式に準じて作成した予算書にて、説明して

まいります。 

 第１条は総則を、第２条は業務の予定量を記載のとおりとするものです。第３条は、収

益的収入及び支出の予定額を定めるもので、収入の第１款 下水道事業収益は13億3,033

万1,000円、昨年度比で6,308万6,000円、5.0％の増です。 

 支出の第１款 下水道事業費用は、１項 営業費用から４項 予備費までを合計いたし

まして12億8,033万1,000円、昨年度比で1,308万6,000円、1.0％の増です。 

 第４条は、資本的収入及び支出の予定額を定めるもので、ページの下段部分、収入の第

１款 資本的収入は３億1,022万5,000円、昨年度比で２億9,923万円、49.1％の減です。 

 ページを１枚おめくりください。 

 上段部分の支出の第１款 資本的支出は６億4,726万9,000円、昨年度比で２億6,878

万6,000円、29.3％の減です。 

 １ページ戻っていただきまして、第４条の前段部分で、歳入不足分３億3,704万4,000円

は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額308万4,000円、過年度分損益勘定留

保資金２億1,313万6,000円及び当年度分損益勘定留保資金１億2,082万4,000円で補塡する

ものとしております。 

 １枚ページをおめくりいただきまして、486ページ、中段の第５条は、企業債について定

めるもので、限度額は、当該年度に実施する工事負担金の起債予定額合計で7,270万円と定

めています。 

 第６条は、一時借入金の限度額を１億円と定めるものです。 
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 第７条は、予定支出の各項の経費の金額の流用については、営業費用と営業外費用間の

流用ができることを定めるものです。 

 第８条は、議会の議決を得なければ流用することができない経費について、職員給与費

とするものです。 

 第９条は、一般会計からの繰入金である他会計補助金を２億9,345万7,000円とするもの

です。 

 なお、491ページ以降は豊明市下水道事業会計予算説明書となりますので、予算実施計画、

事項別明細書等、詳細が記載されておりますので、御参照いただきますようよろしくお願

いいたします。 

 以上で説明を終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 説明は終わりました。 

 議案第11号について、質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手願います。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 485ページの一番最初のページのところですけれども、接続戸数が

増えています。人口は増えてないんですけれども、戸数が増えている理由をお願いします。 

 それともう一つ、あと、排水量は逆に減ってきているんですけれども、戸数が増えてい

るけどそういった排水量がすごく減っている理由は何でしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 外山課長。 

○下水道課長（外山紀元君） 戸数が増えたというのは、敷地の分筆が行われたり、１軒

が２軒になったり、３軒になったりというのもありますし、区画整理部分で家が増えるこ

とも想定して戸数が増えているという予定量にしております。 

 排水量につきましては、人口自体は若干減少傾向じゃないかなということで、戸数が増

えても人口は減っていくんじゃないかということの想定で、あと節水傾向も鑑みまして、

総排水量が減っているという予想になっております。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 資料ありがとうございます。資料ナンバー１の⑭の下水道総合地震

対策工事の内訳を出していただきました。１番目の詳細耐震診断業務ということで、これ、

沓掛町地内であるんですが、沓掛町はちょっと広いんですが、どの町内まで分かるか教え

ていただきたいのと、この診断業務は診断していく計画があると思うんですが、どのぐら
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いの進捗になるんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 外山課長。 

○下水道課長（外山紀元君） 地震対策としましては、主に幹線となる部分、幹となる部

分と枝となる部分があるんですけれども、幹となる部分として、旧農排の全体部分の耐震

診断を行いますので、各地区集落がありますので、その中でも幹線となる重要な部分とい

うのが対象となります。 

 進捗状況、こちら、旧農排部分については、まだやっと簡易診断が済んだところで、こ

れから詳細診断を行いますので、公共全体でいえば、旧農排地区以外は、ほぼ管路につい

ては耐震診断というのは終わっておりますので、そういった答えでよろしいでしょうか。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 510ページが分かりやすいと思うんですけど、他会計負担金と他会

計補助金ですね、市からの繰入れ部分ですけれども、それぞれ負担金のほうは2,700万、他

会計補助金は6,000万増えてますけど、この増えた理由、どういったことに当たっているの

か、説明をお願いします。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 外山課長。 

○下水道課長（外山紀元君） 511ページですけど、一般会計の繰入れのほうでも、負担金

をまとめたもので217ページにありますけど、そちらで説明させていただきますと、217ペ

ージですね。 

 他会計負担金は３条、４条と分かれておりますので、足すと負担金としてはこの額にな

ります。他会計負担金が増えた理由は、増えた分だけ雨水対策の事業費に充てるとお考え

いただければと思います。 

 他会計補助金につきましては、これ、全額減価償却費に充当予定をしております。これ

は、経営基盤の安定、それから経営の能率化を重点に置いた上での予算措置であります。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 関連ではないですか。 

（関連ですの声あり） 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 今の雨水処理のほう、あと、負担金のほうですけれども、１つは513
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ページの下の辺りの委託料で、下から５つ目かな、雨水施設管理業務委託料というのでこ

れかなり増えているんですけど、これに当たっているというふうに考えていいのかという

ことと、これはどこの雨水施設管理の委託料になるんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 外山課長。 

○下水道課長（外山紀元君） おっしゃるとおり、雨水施設管理業務委託料の増えた分が

雨水の対策の業務委託料とお考えいただければ結構です。 

 これは吉池公園付近の基礎調査となりますけど、基本設計になります。現地の数量、現

地調査ですとかボーリング調査、それからあと、工法検討等を行う予定をしております。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 資料５の１なんですけど、４条15節で、マンホール蓋取替工事っ

てあるんですけれども、結構マンホールって鋳物で造ってあって丈夫いんですけど、これ

寿命とかあるんですか。割れることもあるんですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 外山課長。 

○下水道課長（外山紀元君） たしか20年が耐用年数だったと思いますけれども、鉄です

ので腐食による劣化が大きいですね。汚水なんかだと硫化水素等発生しますので、さびて

しまって朽ち果てるということがございます。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 先ほどの雨水施設の管理の業務委託で、資料ナンバー５の③の基礎

調査とつながっているかなと思うんですけど、これ、今回、吉池公園ですね、されるとい

うことなんですけど、市内４か所、貯留池の設置がたしか計画だったと思うんですけれど

も、ほかは今回はされないのか、今後の見込みとか考えがあればお聞かせください。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 外山課長。 

○下水道課長（外山紀元君） おっしゃるとおり４か所を予定しておりまして、近くでい

えば、あと、中央公園にも予定しております。今回、直近では、吉池公園以降の沓掛雨水

幹線という１号、２号とあるんですけれども、第１雨水幹線、第２雨水幹線というものが

あるんですけれども、これが最終的に阿野川に流れる幹線で、ボトルネックを起こす、ボ

トルネックといいますか、詰まるといいますか、流れが悪いもんですから、途中で貯留さ

せて、一旦、最終的には境川に流れる水を抑えるという形の計画をしております。 

 なので、順番に、吉池公園、中央公園、それからあとは大久伝公園と井ノ花公園、その
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４か所で、その周囲からの導水、それからバイパス管の増設なども考えて雨水対策をやっ

ていきたいと考えております。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 こんどうのぶお委員。 

○こんどうのぶお委員 資料１の14で、マンホールトイレ設置工事、今回、市役所用、こ

れ郷中ってどこにあるか知らないんですけど、５基あります。ほかもこれ、増やすという

か、ほかにもあるんですか、いろいろ。これだけ。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 外山課長。 

○下水道課長（外山紀元君） 今までにということでございますか。 

（いいですよ。これからの予定も言ってもらってもいいんですけどの声あり） 

○下水道課長（外山紀元君） 今までに市街化区域内の小学校の７校に５基ずつ、豊明中

学校に15基ありまして、35の50基済んでおります。 

 今後、郷中公園というのは市役所のすぐ横の公園なんですけど、こちらに５基予定して

おりまして、あとはボランティアさんが集まるような施設に増設していきたいと考えてお

ります。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 516ページ、517ページの真ん中、流域下水の管理運営費の負担金で

すけれども、これ、前年度比と比べるとゼロなんですけれども、これ、たしか汚水量に応

じて案分されて払うかなと思っていたんですけど、先ほどだと排水量、かなり減っている

んですけど、この金額が変わってないのは、それは関係ないんでしょうか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 外山課長。 

○下水道課長（外山紀元君） ごめんなさい、単価自体は変わっておりませんで、負担金

ですので、予想総排水量とは別に昨年並みの予算として組ませていただきました。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 確認なんですけど、排水量で単価掛けて負担金になるんじゃないん

ですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 外山課長。 

○下水道課長（外山紀元君） おっしゃるとおりでございます。 
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○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 そうであると、これ、もっと少ない金額になると思うんですけれど

も、これはどうなんでしょうか。単価が上がっているんですか。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 外山課長。 

○下水道課長（外山紀元君） 単価自体は変わっておりませんが、厳密に言えば、表紙の

予想排水量掛けるでいいとは思うんですけれども、予算としては負担金の額として確保さ

せていただいて、上振れも考えて昨年並みとしてさせていただいております。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 511ページのちょっと上、雨水処理費の下の広域化・共同化協定負担

金っていう500万、これ、新規で雑入で入っているんですけど、これは何でしょう。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 外山課長。 

○下水道課長（外山紀元君） これは、国とか県が進めます広域化、共同化の一環としま

して、私ども東郷町と協定を結んでおります。共同点検を試行的といいますか、初めてや

るんですけど、東郷町と併せて下水道施設の点検をして、スケールメリットを生かして、

より安価にという形で今回予算つけたんですけれども、500万円ですね。私ども支出のほう

で1,000万円ほどの、1,000万ちょこっとの下水道施設の点検業務というのを発注しますの

で、その半分を負担していただくという形で計上させていただきました。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

（進行の声あり） 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） これにて議案第11号の質疑を終わります。 

 以上で各議案の質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論は一括して行っていただきますが、本会議でも当然討論ができ、重複することにも

なりますので、できれば簡潔にお願いします。 

 なお、各会派で取りまとめも必要と思いますので、10分ということで、４時40分まで休

憩といたしたいが、御異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 御異議なしと認めます。 
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 ４時40分まで休憩といたします。 

午後４時２９分休憩 

 

午後４時４０分再開 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 休憩を解き、休憩前に引き続き会議を進めます。 

 討論のある方は挙手願います。 

 岡島委員。 

○岡島ゆみこ委員 予算特別委員会、議案第４号 令和６年度豊明市一般会計予算、議案

第５号から議案第10号の各特別会計予算、議案第11号 令和６年度豊明市下水道事業会計

について、会派清和を代表して賛成といたします。詳しくは本会議場にて討論を行います。 

 終わります。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかに。 

 三浦委員。 

○三浦桂司委員 令和６年度豊明市一般会計、特別会計、企業会計の予算書について、賛

成の立場で、内容については本会議で討論いたしますので、この場では賛成の立場を表明

しておきます。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかに。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 予算についてですけれども、一般会計、国保、墓園、介護、後期高

齢には反対、そのほか土地取得と水上太陽光と下水道には賛成です。 

 理由は詳しくは本会議で述べますが、少しだけ述べさせていただくと、市民生活が厳し

い中でなかなか寄り添えていないと、基金を取り崩しても計画性を感じられないという一

方で、公共施設の包括管理、カラット、内山保育園、公園、学校給食等々ですね、外部の

民間を優遇するような施策が多いというふうに思ってます。 

 それから、区画整理についても、特別反対の理由とは思ってませんでしたが、伊藤部長

の説明がやっぱり納得ができないということで、反対理由の１つにしたいと思います。 

 そのほか特別会計は、市民負担増や指定管理の成果が出ていないことによるというふう

で反対いたします。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 一色委員。 

○一色美智子委員 議案第４号から11号までの一般会計予算、特別会計予算、企業会計予
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算について賛成といたします。詳しくは本会議場で行います。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかに。 

 中堀委員。 

○中堀りゅういち委員 会派未来クラブで、一般会計予算と特別会計予算、そして下水道

予算、いずれも賛成といたします。 

 １つだけ挙げさせてください。一般会計のほうなんですが、子ども医療費助成対象拡大

事業なんですが、こちらのほうが本当にすばらしいと特に思っておりますので、一日も早

い施行を願っております。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかに。 

 ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 議案第４号の一般会計、第５号の国民健康保険、第８号の介護保険、

第９号の後期高齢者医療は反対、そのほかは賛成の立場です。特会のほうは保険税だとか

値上げのその方向にあるので反対します。詳しくは最終日に述べます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかに。 

 堀内委員。 

○堀内ちほ委員 議案第４号から11号まで賛成の立場で討論します。詳しくは本会議場で

述べさせていただきます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかに。 

 清水委員。 

○清水義昭委員 議案第４号から議案第11号までの令和６年度豊明市の当初予算について

賛成の立場です。詳しいことは本会議で述べますけれども、執行に当たっては、費用対効

果というか最大限の努力をしていただくことを一応付け加えておきます。 

 以上です。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 服部委員。 

○服部龍一委員 一般会計、特別会計、企業会計、全て賛成です。詳しくは本会議場で述

べます。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 郷右近委員。 

○郷右近 修委員 議案第５号、令和６年度国保特別会計、それから、議案第８号、令和

６年度豊明市介護保険特別会計、議案第９号、令和６年度豊明市後期高齢者医療特別会計

については反対し、その他の予算については賛成します。 

 一般会計については、高齢者のタクシー運賃助成事業が通年で行われるということや子
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ども医療費の助成の制度が18歳まで完全実施になるということに加えて、何よりも、令和

６年度の予算の中では重層的支援の事業が、非常に豊明市の今の現状、とりわけ苦しんで

いる立場の人を助けるという観点に立った事業として重要だなというふうに考えました。 

 その他の予算についても、本会議であとは述べたいと思います。よろしくお願いします。 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

（進行の声あり） 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） これにて討論を終結し、採決に入ります。 

 採決については議案の番号順に行います。 

 初めに、議案第４号について採決を行います。 

 議案第４号は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 賛成多数であります。よって、議案第４号は、賛成

多数により原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 続いて、議案第５号について採決を行います。 

 議案第５号は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 賛成多数であります。よって、議案第５号は、賛成

多数により原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 続いて、議案第６号について採決を行います。 

 議案第６号は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 御異議なしと認めます。よって、議案第６号は、全

会一致により原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 続いて、議案第７号について採決を行います。 

 議案第７号は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 賛成多数であります。よって、議案第７号は、賛成

多数により原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 続いて、議案第８号について採決を行います。 

 議案第８号は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 賛成多数であります。よって、議案第８号は、賛成



- 119 - 

多数により原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 続いて、議案第９号について採決を行います。 

 議案第９号は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 賛成多数であります。よって、議案第９号は、賛成

多数により原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 続いて、議案第10号について採決を行います。 

 議案第10号は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 御異議なしと認めます。よって、議案第10号は、全

会一致により原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 続いて、議案第11号について採決を行います。 

 議案第11号は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） 御異議なしと認めます。よって、議案第11号は、全

会一致により原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上で、本委員会に付託されました議案の審査は全て終了いたしました。 

 お諮りいたします。委員会報告書については私に一任願えますか。 

（異議なしの声あり） 

○予算特別委員長（毛受明宏議員） ありがとうございます。 

 委員会報告書については、例に従い提出をさせていただきます。 

 長時間御苦労さまでした。これにて予算特別委員会を閉会いたします。 

午後４時４９分閉会 

 


